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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

17 1

17 2 こども家庭課

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

Ⅰ

子
育
て
を
み
ん
な
で
支
え
る
ま
ち

１
み
ん
な
で
子
育
て
を
支
援
す
る
環
境
づ
く
り
の
推
進

⑴

子
育
て
意
識
の
醸
成

男女共同参画推
進事業

企画調整課協
働・男女参画
室

　「男は仕事、女は家
事・育児」という固定的
な役割分担意識を解消
し、家族を構成する男女
が相互に協力し、子育て
する意識の啓発を図りま
す。

 「第４次会津若松市男女
共同参画推進プラン」に
基づき施策を実施した。
　市内全世帯に配布され
る男女共同参画情報紙「
ぱーとなー」の発行や会
津図書館内の「男女共同
参画コーナー」、市ホー
ムページ等で広く市民へ
男女共同参画推進の啓発
を図るとともに、次代を
担う子どもたちを対象と
した「子ども人生講座」
や「男女平等に関する作
文コンクール」を実施し
、男女平等意識の醸成を
図った。

　小学校５・６年生を対
象とした出前講座「子ど
も人生講座」を、私立を
含めた市内小学校18校で
実施することができた。
　また、「男女平等に関
する作文コンクール」に
ついても、353件の応募が
あったことから、男女平
等の意識醸成が図られて
いるものと思われる。

　新たに策定した「第５
次会津若松市男女共同参
画推進プラン」に基づき
、各種事業を庁内各課連
携のもと推進していく。
　中でも、小中学生への
意識づくりの取組を通し
て、保護者など身近な大
人への意識の広がりや、
男女共同参画が「当たり
前」といえる未来につな
がるよう、次代を担う子
どもたちを核とする取組
に重点を置き、引き続き
男女共同参画への意識づ
くりを推進していく。

子どもの権利を
尊重する意識づ
くり

　チラシの作成・配布や
市政だよりへの掲載、講
演会等の開催により「児
童の権利に関する条約
（子どもの権利条約）」
の普及・啓蒙をはじめ、
子どもの権利を尊重する
意識の啓発を図ります。

　児童の権利に関する条
約について、市政だより
で広報・啓発を行った。
　また、｢子どもへの暴力
防止プログラムワークシ
ョップ｣を実施し、子ども
の権利や子どもへの暴力
防止の推進を図るととも
に、地域における児童虐
待の未然防止に向けて啓
発を行った。
○対象：小学生(３年生を
推奨)・中学生・幼稚園ま
たは保育所の年長児及び
保護者及び教職員
○ワークショップ実施実
績
・小学校　　3校
・中学校　　5校
・保育園等　3園
　計43回　727人

　子どもへの暴力防止に
有効とされるプログラム
を実施することにより、
子どもたちがいじめ、虐
待、誘拐、暴力など、様
々な暴力から自分の心と
からだを守るための知識
や具体的な方法をロール
プレイ（寸劇）で学ぶこ
とができた。また、保護
者が子どもを援助する方
法を身に付けることがで
きた。

　今後も事業を継続する
とともに、より多くの児
童及び保護者等に受講い
ただくよう、事業の周知
に努める。
　また、子どもの権利に
関する条約について、広
報・啓発を図る。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

17 3 こども家庭課

18 4 地域福祉課

⑵

市
民
参
加
の
子
育
て
支
援

ファミリー・サ
ポート・セン
ター事業

　子育ての支援を受ける
ことを希望する人と援助
を行うことを希望する人
の連絡や調整等を行う民
間の子育て相互援助活動
に対し、サポート会員の
拡大や多様なニーズに対
応した活動を行うことが
できるよう支援の充実を
図ります。

 乳幼児や小学生等の児童
を持つ子育て中の就業者
や主婦等の会員数が増加
し、児童の預かりや保育
施設までの送迎に加え、
病児・病後児の預かりを
行うなど子育て家庭のニ
ーズに対応した支援を行
った。また、ひとり親家
庭への利用料助成により
、育児負担の軽減を図っ
た。
○会員数　723名
（内訳）
サポート会員数　129名
お願い会員数　576名
両方会員数　18名

　お願い会員数は増加し
ているが、サポート会員
数は伸び悩んでいる。ま
た、サポート会員の高齢
化が進んでいるため、新
規会員の確保等の体制強
化が必要である。

　市民ニーズの高まりと
ともに、昨年度から、サ
ポート活動前のマッチン
グや会員登録のための事
業説明会を、定期的に土
・日曜日・祝日に実施し
てきた。今後も市民ニー
ズに合った体制強化を図
る。

民生児童委員協
議会

　児童の健全な育成を図
るため、民生委員や主任
児童委員が橋渡しとな
り、教育・保育施設及び
学校と地域、保護者の連
携を推進し、必要な情報
収集・提供を行いなが
ら、地域における身近な
相談者としての認知度を
高めるとともに、活用し
やすい環境整備をしなが
ら支援を行います。
 また、各地域の民生児童
委員が、それぞれの持つ
情報交換を行い、活動の
資質向上及び連携を強化
するため、民生児童委員
協議会理事会や地区定例
会を開催し、情報の共有
化や連携のさらなる強化
を図ります。

　市内16地区の民生児童
委員協議会が、市の協議
会において連絡・情報交
換・協議を行い、活動の
基盤強化を図るととも
に、それぞれの地区協議
会においても地域福祉の
向上のための活動を推進
した。
　また、主任児童委員活
動研究部会の自主活動と
して、市母子保健事業
（１歳６ケ月児健診、離
乳食教室）における支援
活動を行った。　

　今後とも、妊産婦に対
する支援活動とともに、
児童問題に対する相談・
支援に対する活動の充実
を図っていく必要があ
る。

　主任児童委員活動研究
部会において、児童福祉
のための活動のあり方を
研究していく。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

18 5 こども家庭課

18 6

ホームスタート
事業

 子育てに不安を抱える家
庭、地域から孤立しそう
な家庭に市民ボランティ
アが訪問し、悩みや相談
に応じる傾聴と一緒に家
事や育児などをする協働
により、支援を行いま
す。

　市民ボランティアが乳
幼児のいる家庭に週1度、
2時間程度、定期的に訪問
を行い、育児の負担軽減
に寄与した。
○利用世帯数　21世帯
○子どもの人数　33人
○訪問回数（延べ）193回

　ホームスタートを利用
することで、保護者の子
育てへの不安緩和に繋が
った。また、孤立状況に
あった家庭に対し、親子
が地域とつながるよう支
援できた。

　未就学児のいる家庭だ
けでなく、産前の妊婦が
いる家庭も対象とする。
　また、母子保健分野と
の連携を図り、対象世帯
の早期発見に努めるなど
、体制の強化を図る。

青少年の心を育
てる市民行動プ
ラン事業

教育総務課あ
いづっこ育成
推進室

　青少年の健全育成の柱
となる市民共通の行動指
針「青少年の心を育てる
市民行動プラン“あい
づっこ宣言”」の周知の
徹底を図るとともに、
「あいづっこ宣言表彰制
度」などの実践活動を行
います。

　青少年の健全育成の柱
となる市民共通の行動指
針「青少年の心を育てる
市民行動プラン“あいづ
っこ宣言”」の普及・浸
透を図るとともに、「朝
のあいさつおはよう運動
」や「あいづっこ宣言表
彰」、「会津の先人との
約束（絵手紙）」、大人
への普及啓発として「民
間企業への普及啓発事業
」等の実践活動を継続し
た(※)。また「あいづっ
こ宣言」リーフレットの
新たなデザイン作成を会
津短大の学生に依頼した
。

(※)平成30年度
　（3社へ普及啓発）

　これまでの事業推進に
より、小中学生を中心に
一定程度「あいづっこ宣
言」は浸透してきたが、
特に大人への内容の理解
は十分とは言えない。
　今年度は民間企業3社に
普及啓発を実施したが、
今後も、内容の理解を進
めるために学校や地域、
家庭での取り組みを継続
して推進する必要がある
。

　“あいづっこ宣言”の
更なる周知・啓発を図る
ために、推進母体である
青少年育成市民会議にお
いて、あいさつ運動を継
続するとともに、地域の
実情に即した事業を展開
していく。
　また小学生を対象とし
てあいづっこ宣言暗唱合
格証授与制度や「会津の
先人との約束（絵手紙）
」事業の実施、新デザイ
ンリーフレットの効果的
な活用等を通して、子ど
もたちはもちろん、家庭
での“あいづっこ宣言”
への理解を深めるともに
、大人への普及促進を重
点的に図るため、民間企
業への普及啓発事業を継
続し、未来を担う青少年
の育成に効果的な事業を
社会全体で展開していく
。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

18 7 商工課

8 こども家庭課

18 9 こども保育課

商店街等と連携
した活動への支
援

　商店街と市民が連携
し、空き店舗の活用やイ
ベント等の開催により、
子育て世代の交流や活動
を促す取組に対し、支援
を行います。

　民間事業者により、空
き店舗を活用した子育て
世代の拠点（コミュニ
ティカフェ）が整備・活
用されている。
　また、商店街を舞台と
した「まちなか子ども
フェスタ」や、子育て世
代も対象とした「会津若
松まちゼミ」など、子育
てイベントが定期的に開
催されてきた。

環境整備（コミュニティ
の場づくり）や、イベン
ト等の開催は、子育て世
代の交流の場づくりに有
効である。

引き続き、各種情報の周
知を行うとともに、商店
街等が実施するイベント
等への支援を行う。

継
続

子ども未来基金
事業

市民等からの寄附金を原
資とした基金を設置し、
地域の団体等による子ど
もの健やかな育ちと子育
てを支える活動に対して
助成を行います。

　平成28年度に創設した
子ども未来基金を原資と
する、子ども未来基金事
業助成金の実施内容の検
討を行い、事業の実施団
体を募集し、応募があっ
た団体の８事業のうち、
６事業への助成を決定し
た。

　地域における事業を支
援することで、市の子育
て支援の拡充に寄与する
ことができた。

　様々な困難や課題を抱
えている子どもや家庭を
含め、地域全体で子育て
支援の充実を図るため、
今後も助成を継続し、そ
の活動を広く周知する。
地域と連携した次代を担
う子どもたちを育む仕組
みづくりを進める。

⑶

子
育
て
支
援
施
設
を
拠
点
と
し
た
子
育
て
支
援

地域子育て支援
センターの充実

　子育てについて、地域
が一体となって支援する
体制を整備するため、豊
富なノウハウを蓄積する
保育所、幼稚園、認定こ
ども園などが育児相談や
サークル活動への支援、
園舎等を開放した遊びの
実施等を通して、地域の
中の拠点として子育て支
援を行います。

　地域において子育て家
庭の交流等を促進するた
め、新たに幼保連携型認
定こども園へ移行した１
施設で開設、１施設で休
止により、公立２施設、
私立２１施設の合計２３
施設で地域子育て支援セ
ンターを実施した。
　育児相談や園庭開放、
子育てに関する講習会等
を実施し、年間のべ２万
４千件を超える利用が
あった。

　地域の子育て支援の拠
点として、家庭で子育て
している保護者や子ども
の遊びの場の提供などの
ニーズ対応に貢献してい
る。
　今後も地域子育て支援
拠点事業を継続して実施
する必要がある。

　新たに幼保連携型認定
こども園へ移行する施設
での開設を図りながら、
支援の場の拡充を図ると
ともに、子育ての不安な
どの相談や子育て親子の
交流の場の提供を継続し
ていく。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

18 10 こども保育課

18 11 こども保育課

19 12 健康増進課

子
育
て
支
援
施
設
を
拠
点
と
し
た
子
育
て
支
援

認定こども園の
拡大

　質の高い幼児教育・保
育や子育て支援機能を総
合的に提供します。

 幼保連携型認定こども園
への移行や施設移転に伴
う施設整備に対し、平成
29年度からの繰越事業及
び平成30年度事業として
１施設へ補助し、平成31
年度４月に開園した。
　ほかに、平成30年度事
業として２施設（２か年
事業の１年目）へ補助を
行った。

  平成31年度に２施設の
整備が完了予定であり、
保育枠の拡大が見込まれ
るため、待機児童解消に
寄与できる。

  幼稚園型認定こども園
や保育所から幼保連携型
認定こども園への移行に
伴う施設整備等へ支援し
ていく。

子育てネット
ワークづくり

　地域の子育て家庭の支
援を推進するため、地域
子育て支援センターなど
を拠点とする、子育て
サークルの活動支援や情
報提供、さらにサークル
間の連携などのネット
ワークづくり、サークル
合同での事業を支援しま
す。

　地域の子育て家庭の支
援を推進するため、地域
子育て支援センターにお
いて、保育士等による育
児・健康相談や各種講座
等を実施し、子育て世代
への支援や親子間の交流
支援等を行った。

　個々の親子間の交流や
グループ作りには貢献し
ているものの、自主的な
サークル活動までには、
至っていない現状であ
る。
　環境づくりを含め、
サークル設立等への支援
が課題となっている。

  地域における切れ目の
ない子育て支援や子育て
サークル活動に発展でき
るような関わりを継続し
ていく。

Ⅱ

子
ど
も
を
安
心
し
て
産
み
・
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
ま
ち

１
妊
産
婦
や
子
ど
も
の
健
康
の
確
保

⑴

妊
産
婦
の
健
康
に
関
す
る
情
報
の
充
実

安心・安全な妊
娠、出産への支
援

　母子健康手帳の交付を
行うとともに、妊婦自身
が妊娠中の健康管理がで
き、安心・安全に出産が
迎えられるよう情報の提
供を行います。
 また、産科婦人科医療機
関との連携を図り、ハイ
リスク妊産婦等に対し訪
問指導等による支援を行
います。

○実績
・母子健康手帳の交付
 （妊娠届出数）813件
  保健指導数 　756件
・母子健康手帳交付時
　等の支援妊婦数　
　　　　　　　101件
・ﾊｲﾘｽｸ妊産婦連絡票
　対象者　　 　182件
・妊婦連絡票対象者
　　　　　　 　 53件
・妊産婦訪問延べ件数
　     　　　 1049件

　母子健康手帳交付時の
実情把握及び保健指導の
充実を図り、心身の不調
や不安を持つ妊婦を妊娠
早期から把握し支援する
体制となっている。
　また、妊産婦健診実施
医療機関と連絡票を活用
して連携しており、今年
度はさらに産後１か月健
診に産婦の精神状態を把
握する項目（エジンバラ
うつ病質問票）を追加し
たことにより、より多く
の支援対象者を把握し、
支援している。
　

　妊娠・出産期間におい
て、最も精神的身体的に
大きな負担となる時期
（周産期）に、よりきめ
細やかなケアを行うた
め、専門職の配置等、体
制強化を図っていく。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

19 13 産後ケア事業 健康増進課

14 健康増進課

19 15 健康増進課

19 16 健康増進課

子
ど
も
を
安
心
し
て
産
み
・
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
ま
ち

１
妊
産
婦
や
子
ど
も
の
健
康
の
確
保

妊
産
婦
の
健
康
に
関
す
る
情
報
の
充
実

  出産後心身ともに不安
定になりやすい一定の期
間、家族などから十分な
家事や育児等の協力が得
られにくい産後の母子に
対し、病院・診療所・助
産所等において、助産師
等による心身のケアや育
児のサポート等を行い、
安心して子どもを生み育
てることができる支援体
制を確保する。

○実績
・日帰りケア　18件
・宿泊ケア　　16件
　延べ利用日数　50日
○事業委託先
　会津中央病院
　福島県助産師会
（県内の助産所・助産院
を利用施設としている）

　市内で利用できる施設
が増えるなど、利用しや
すい体制面で改善されて
いる。
　利用施設から継続支援
を要する産婦・母子につ
いて情報提供を受け、市
は継続した支援を行って
いる。

　より利用しやすくなる
よう、申請方法等の改善
を図っていく。
　また、妊娠・出産・育
児期に切れ目のない支援
を行うため、利用施設と
の連携等により継続支援
を行っていく。

新
規

子育て世代包括
支援センター

健康増進課・こども家庭
課・こども保育課の３課
でセンターを設置し、母
子保健分野と子育て支援
分野の両面からの一体的
な支援を行う。

情報の一元化や支援検討
会、モニタリング、支援
および事業の評価等を
行っている。

きめ細かな相談支援を行
うため、相談支援体制を
整備していく必要があ
る。

妊娠期から子育て期にわ
たる切れ目のない支援を
行うため、子育て世代包
括支援センターの３課及
び関係機関と連携を深
め、また、専門職の配置
等支援体制の充実を図っ
ていく。

⑵

妊
婦
、
乳
幼
児
健
康
診
査
の
充
実

妊産婦健康診査
助成

　妊婦が安心して出産で
きるよう、県医師会に委
託し、妊婦健診15回、産
後1ヶ月健診1回の公費負
担（助成）を行い、妊娠
中の健康管理や経済的負
担軽減を図ります。
　また、県外で妊産婦健
診等を受けた場合、申請
行為により、償還払いで
助成を行います。

○実績
受診者総数　10,249名
前期健診(12週前後)
受診者数　　　
　　　　　　790名

後期健診(30週前後)
受診者数
　　　　　　744名

 平成30年度より「エジン
バラ産後うつ病質問票」
を産後１か月健康診査に
追加したことをはじめ、
妊娠中の経済的負担の軽
減、出産後の健康づくり
支援も引き続き図られて
いる。

　助成を行う検査項目等
については、国・県・他
市の動向を踏まえながら
検討し、実施していく。

乳幼児健康診査
事業

　健診を行うことによ
り、乳幼児の障がいや疾
病を早期に発見し適切な
療育や治療につなげると
ともに、保護者自身が子
どもの成長発達を理解
し、基本的な生活習慣を
確立できるよう支援しま
す。
 また、保護者の育児の悩
みや不安が軽減できるよ
う支援を行うとともに、
子どもの事故予防につい
て継続的に注意喚起を
行っていきます。

○４か月児健康診査
回数：31回
受診率：98.2％
○１歳６か月児健康診査
回数：29回
受診率：96.6 ％
○３歳６か月児健康診査
回数：29回
受診率94.5％
○先天性股関節脱臼等検
診　受診率92.4%
〇9～10か月児健康診査
受診率 92.2 ％

　保護者が子どもの成長
や日常生活を振り返り、
基本的な生活習慣の獲得
や発達を促す関わりにつ
いて学ぶ機会とするため
集団及び個別で保健指導
を行っている。
　発達障害の早期発見・
早期療育のため１歳６か
月児健診でM-CHATを実施
し健診内容の充実を図っ
た。
　３歳６か月児健診票を
変更し、情緒面の精度向
上を図った。

　平成28年度に導入した
M-CHAT要観察児の3歳6か
月児健診の結果から、M-
CHATに関しての検証を行
う。
　3歳6か月児健診の事後
支援において、療育や治
療などが必要な児童に対
して、関係機関と連携し
ながら　子どもの成長を
支援していくよう取り組
む。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

19 17 新生児聴覚検査 健康増進課

19 18 健康増進課

19 健康増進課
－ － －

20 20 健康増進課

21 健康増進課

先天性聴覚障害を早期に
発見し、できる限り早い
段階で適切な療育等が受
けられるよう支援する。

○新生児聴覚検査
初回検査　800人
　　　　　97.7％
要再検査　　6人
　　　　　0.8％

　先天性聴覚障がいの早
期発見・早期療育等につ
なげている。

　聴覚障がいの程度に応
じた早期治療及び早期療
育に繋がるよう関係機関
と連携しながら、保護者
を支援する。

⑶

乳
幼
児
の
健
康
に
関
す
る
情
報
の
充
実

乳幼児健康相
談・教室

　乳幼児の健康相談や教
室を実施し、乳幼児の健
康に関する適切な情報の
提供及び相談等を行い、
保護者の育児不安の軽減
を図るとともに、乳幼児
が基本的な生活習慣を身
につけ、健康なからだを
つくることができるよう
支援を行います。

○7か月児離乳食教室　回
数：24回　参加率：72.7%
○健診事後相談の実績
（わんぱく相談） 
実施回数　23回
実人数　151人
延人数　179人

 離乳食教室は小集団での
全体への指導だけでな
く、必要に応じ個別に対
応し、実践につながるよ
う支援している。また、
健診事後相談に関して
は、臨床心理士や言語聴
覚士の相談を導入し、相
談の充実を図り、早期支
援につなげている。

　個別に応じた情報の提
供を行うとともに、支援
を切れ目なく受けられる
よう、今後も継続して関
係機関と連携を図ってい
く。

新
規

子育て世代包括
支援センター
（再掲）

№14に記載

乳児家庭全戸訪
問事業

　乳児のいるすべての家
庭を訪問し、保護者の不
安や悩みを聞き、子育て
に関する情報提供を行う
とともに、養育環境の把
握等を行い適切なサービ
スが受けられるよう支援
を行います。

○家庭訪問数　790件
○実施率　　　94.8％
○要支援者数　126件

　実施率は94.8％と高
く、子育てに関する情報
提供と保護者の不安や悩
みの傾聴、養育環境の把
握の機会となっている。
　また、訪問により要支
援となった場合には、継
続的な支援を行い、適切
なサービスが受けられる
ように支援している。

　保健師や助産師が対応
する家庭（ハイリスク家
庭）が増加傾向にある。
この家庭は地域の中で孤
立するリスクが高い家庭
であると推測されること
から、保健師が継続して
支援しながらも、地域子
育て支援センターとのつ
ながりが得られるよう、
市と子育て支援センター
の連携を強化していく。

新
規

５歳児発達相談
事業

５歳児（年中児）の保護
者に対して、発達障がい
の特性に気づく質問票を
送付し、保護者が発達状
況を確認し、返信する。
質問票の内容を精査し、
要観察児に対しては、保
健師の助言や発達相談会
を勧奨し、専門職の相談
につなげ、就学前に適正
な支援に結びつけてい
く。

・質問票回収率73.2%
・要観察児205人
・発達相談会利用者14人

・3歳6か月児健診以降に
本事業を実施することに
より、保護者の就学に向
けての育児不安の軽減に
寄与することができた。
また、発達相談会を利用
した中から医療機関につ
ながったケースもいる。

・回収率を向上させてい
くとともに、未返信者の
状況を把握していく。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

20 22 健康増進課

20 23 こども保育課

学校教育課

⑷

救
急
医
療
体
制
の
充
実

救急医療体制
（小児）

　夜間急病センターで
は、年中無休で19時から
23時まで（受付は18時30
分から22時30分まで）小
児を診察できる医師を配
置し診療を行っていま
す。
　日曜・休日の昼間は、
３科（内科系、外科系、
歯科）の休日当番医制に
より診療体制を確保しま
す。さらには、５月の連
休やインフルエンザ流行
時期などの特定期間にお
いては小児専門医による
小児科診療を行います。
 なお、これらの情報は市
政だよりやメール配信
サービス等で提供しま
す。

○夜間急病センター受診
者数　3,087人（内訳：内
科系 1,116人、小児科 
1,971人）

○休日当番医受診者数
7,196人（内訳：内科系
2,706人、小児科1,718
人、外科2,018人、歯科
754人）

  夜間急病センターにお
いては、平成28年度よ
り、年末年始やインフル
エンザ等感染症流行期な
どの混雑時の対応とし
て、近隣に駐車場を確保
し、利用者サービスの向
上に努めている。

  会津若松医師会をはじ
めとする関係機関と連携
を図りながら、利用者の
ニーズに的確に対応でき
るように、継続して事業
を展開していく。

⑸

食
育
の
推
進

各年齢に応じた
食育の推進

　食で育む「こころ」と
「からだ」の元気なあい
づっ子を目指して、各年
齢に応じた食育の取組を
推進します。また、子ど
もが通う教育・保育施設
や各学校における食育の
取組も推進します。

　食育計画に基づき、日
々の保育の中での取組の
ほか、保護者への啓発や
地域と連携した取組等を
実施し、食の大切さを推
進した。

　施設内での取組だけで
なく、家庭での取組を推
進するため、保護者の理
解を推進し、子どもの食
育の取組を継続する必要
がある。

　命・健康の源は食であ
るとの認識から、今後も
系統的な取組を行ってい
く。
　また、保護者の食への
関心の高揚や子どもへの
年齢に応じた食育指導を
行っていく。

　「食育全体計画」等を
もとに、全ての教育活動
に渡って系統的・計画的
な食育の推進を図った。

　各校の養護教諭や栄養
教諭、学校栄養職員によ
る授業実践が数多く実践
されている。

　本市の健康課題の一つ
である、肥満化傾向の解
消に向け、健康増進課と
連携を図り、食育の一層
の充実を図る。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

20 24 健康増進課

食
育
の
推
進

食育のさらなる
推進

　食育に関する関連機関
とのネットワーク化をさ
らに進め、相互に連携を
図りながら「食育」を推
進します。

○個々の食事摂取状況の
アセスメントの実施と個
別分析結果の返却
・中学生29名・高校生171
件
○食育ネットワークと協
働した年代を問わず参加
できるイベントや講座等
の実施
・「健康食＆おだしカ
フェ」、「食育ネット
ワーク・シンポジウム」
（食育実践報告含む）[會
津稽古堂]各100名参加
○食生活改善推進協議会
に対する育成研修の実施
と活動支援（14回・のべ
230名）
・推進員による「母子の
健康・貧血予防」に関す
る活動実績（H30）：日
新・湊・東山こどもクラ
ブ、西七日町児童館での
おやつ提供、中央保育
所・南町保育園・河東広
田保育所・第三幼稚園食
育事業ほか 77回、926人
対象
○食育ネットワーク食育
関係者研修事業（計3回）
支援：乳幼児から学童・
生徒の食育の実際ほか　
のべ149名参加

　食育推進計画中間評価
結果をふまえ、減塩や栄
養バランスのとれた食事
の取り方の必要性を、
ネットワークを基軸とし
てさらに幅広いチャネル
において啓発し、具体的
な進め方について関係者
間での共有を図った。

　食育を進めるマンパ
ワーである食生活改善推
進員の育成強化を図ると
ともに、食育に係るアセ
スメント事業結果を集計
し、専門機関の意見を交
えながら、地域傾向とし
て分析・検討し、併せ
て、食育活動の評価方法
を学ぶ。
　引き続き、会津若松市
食育ネットワーク等とと
もに、住民協働によるさ
まざまな年代における多
様なアプローチを試みる
ことにより、子どもから
大人までの食をとおした
健康づくりを進める。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

21 25 利用者支援事業 こども保育課

21 26 こども保育課

21 27 こども家庭課

21 28

２
子
育
て
家
庭
へ
の
各
種
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

⑴

子
育
て
家
庭
へ
の
わ
か
り
や
す
い
情
報
の
提
供

　子育て支援サービスや
子育てサークルに関する
情報を集約し、広く子育
て中の市民に情報提供を
行うとともに、育児相談
や個々のニーズに応じた
情報提供を行います。ま
た、市内各子育て支援セ
ンターの担当者向け研修
等を実施し、市内各子育
て支援センターのサービ
スの充実に取組ます。
 さらには、庁内各所属に
分散する子育てに関する
情報を一体的に提供でき
るよう、体制整備を図り
ます。

　会津若松市の子育て支
援のチラシを作成し、市
役所窓口への設置や市
ホームページへ掲載し、
転入者を含め市民の方へ
情報提供を行った。
　また、専門職員を担当
課内へ設置し、市民から
の相談にも対応した。

　子育て支援に関する問
い合わせが多種多様であ
るため、ニーズにあった
対応が必要である。

　庁内各所属で行ってい
る子育て支援に関する情
報の集約に努め、市民の
方へわかりやすい情報提
供を努める。

ホームページの
充実

　各部署により周知して
いる子育て支援情報につ
いて、保護者等が情報を
的確に取得できるようま
とめ、（仮称）子育て支
援ポータルサイトの開設
を検討します。

　市公式ホームページを
活用しながら、幅広い子
育てに関する情報を発信
した。
　また、統一した情報を
掲載した各施設ごとの
ホームページを更新し情
報提供に努めた。

　保護者等がリアルタイ
ムで必要な情報が取得で
きるような仕組みづくり
が必要である。

　必要な情報が欲しい保
護者等のそれぞれの属性
に合わせ、タイムリーな
情報発信に努めていく。

⑵

子
育
て
家
庭
へ
の
相
談
の
充
実
・
家
庭
の
教
育
力
の
向
上

家庭児童相談室
運営事業

　家庭における子どもに
関係したさまざまな問題
について、専門の相談員
が対応し、助言・指導を
行います。

　家庭や児童の養育等の
問題について相談を受け
るため、家庭児童相談室
を設置。家庭相談員２名
を配置し、家庭や保育施
設、学校等からの相談に
応じ、助言・指導を行っ
ており、児童虐待に関す
る相談にも応じている。
○相談件数　1,084件

　相談員の研修参加によ
る専門性の向上と関係機
関との連携強化に取り組
み、相談者の状況を適切
に判断し、相談者のニー
ズに合った支援につなげ
るための相談体制を図っ
ている。

　児童虐待の未然防止、
早期発見の役割も果たし
ており、複雑化する相談
内容に対応するため、家
庭相談業務の周知ととも
に、関係機関との連携強
化を図りながら、潜在化
する問題の早期発見・支
援を行い、今後もさらな
る相談体制の充実を図っ
ていく。

生涯学習出前講
座の充実

生涯学習総合
センター

　市民の団体等が主催す
る学習会等に、市職員等
が講師となるなどとし
て、子育て家庭の教育力
の向上を図ります。

「乳幼児期の子育て」は
３回実施し、50名が受講
した。また、「親子で遊
ぼう」を１回実施し、17
名が受講した。
　

　幼稚園関係団体が4件の
申し込みであり、29年度
よりも利用団体(昨年１
件）が増加した。

  引き続き、ホームペー
ジや広報紙での周知や窓
口での資料配布に加え、
センターの利用団体や来
館者に積極的にＰＲを行
っていくほか、関係各課
の周知や広報も依頼して
いく。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

21 29 こども家庭課

22 30 こども保育課

22 31 延長保育 こども保育課

子
育
て
家
庭
へ
の
相
談
の
充
実
・
家
庭
の
教
育
力
の
向
上

子育て中の親を
育成する講演会
の開催

　子育てに悩んだり、
困ったり、子どもの遊ば
せ方が分からない親に対
して、その時々にテーマ
を設定しながら、各専門
家や子育て経験者によ
る、「子育て講演会」等
を定期的に開催します。

　子育て家庭等を対象に
、育児に関する講師の体
験や育児のコツ、周囲の
支援の大切さなどについ
ての講演を行うことで、
子育て家庭の育児不安を
和らげ児童虐待等の未然
防止を図った。
○参加者　73名

　市民を対象に講演会の
参加を呼びかけ広報周知
に努めた。

　講演会を通して、子育
て家庭の育児不安を和ら
げ児童虐待の未然防止の
効果が期待される講演会
を実施していく。

⑶

保
育
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

子ども・子育て
支援法に基づく
教育・保育の提
供

　子どもとその保護者が
希望する教育・保育が受
けられるよう、提供体制
を確保します。そして、
施設・事業を利用する時
は、公立・私立の別なく
質の高いサービスが受け
られるようにするため
に、施設・事業の役割を
明確にしていきます。
 また、保育士等の研修制
度の充実を図り、教育・
保育の質の向上と、保護
者の就労形態に合わせた
時間に利用できるような
体制整備を図るととも
に、施設・事業間の連携
強化・ネットワーク化に
取組ます。
 なお、夜間における保育
の実施については、現状
の把握を行いながら、実
施体制等について検討し
ていきます。

　平成30年度より保育所
から認定こども園へ１園
移行し、また、新たに地
域型保育給付施設が１園
新設され、支給認定を受
けた児童の教育・保育の
提供体制を確保した。
　また、保育の質の向上
を図るため、市主催の乳
児保育研修会を開催した
ほか、教育・保育施設等
支援対策事業補助金及び
幼児教育振興協会研修会
補助金・会津若松市保育
士会補助金により職員研
修費の補助を行った。

　近年の就労体制の変化
や核家族化の進行などに
より、保育認定の利用希
望者が増加しており、施
設においては定員を超え
て受入れを行っている。
　潜在的待機児童数につ
いては、前年度より若干
の増となっている。

　認定こども園が幼稚園
型から幼保連携型への移
行計画があり、３号認定
の保育枠の拡大が図られ
る見込みである。
　施設型給付について
は、各施設の運営安定化
に資するため適正に対応
していく。

　保育所や認定こども園
などで、就労形態の多様
化や通勤時間など、保護
者の就労形態に応じた保
育時間の延長の需要に対
応するため、通常の保育
時間を延長し、保育を行
います。

　保育所や認定こども
園、小規模保育事業所の
37施設において、保護者
の就労形態に対応した保
育時間の延長を実施し
た。

　保護者のニーズに対応
しており、利用者は多
い。

　保護者の就労形態に応
じたニーズに対応するた
めに、今後も継続してい
く。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

22 32 こども保育課

22 33 休日保育 こども保育課

22 34 こども家庭課

一時保育（一時
預かり事業）

　教育・保育施設など
で、冠婚葬祭、保護者の
傷病、入院などにより、
緊急・一時的に保育を必
要とする児童の保育を行
います。
 また、現在、幼稚園で実
施している預かり保育
も、子育て家庭への支援
の一助となっていること
から、継続して取り組み
ます。

　教育・保育施設におい
て、平日及び土曜日に緊
急・一時的に保育を必要
とする児童に対し、保育
の提供を実施した。
　主に非在園児を対象と
した一般型を21施設、従
前の幼稚園での主に在園
児を対象とした幼稚園型
を16施設で実施した。

　緊急・一時的な一時預
かりだけでなく、里帰り
出産時の利用なども増え
ている。

　ニーズに対応するた
め、今後も継続してい
く。

　日曜日・休日の保護者
の勤務などによる保育
ニーズへの対応を図るた
め、日曜・休日において
保育を行います。

　日曜日・祝日の保護者
の就労、疾病などにより
家庭で保育できない場合
に保育所での保育を実施
した。認可保育所１施設
では非在園児も対象に実
施し、小規模保育施設２
施設で在園児を対象に実
施した。

　一定の利用があり、保
護者のニーズに対応でき
ている。

　保護者のニーズに対応
し、在園児以外の休日保
育実施施設においては、
現在２歳児からの受入れ
を行っているが、受入れ
年齢の拡充を検討する必
要がある。

子育て支援短期
入所事業

　保護者の疾病等の理由
により家庭において養育
を受けることが一時的に
困難となった児童等につ
いて、児童養護施設等に
入所させ、必要な保護を
行います。
　現時点での実施はない
ものの、平成29年度に開
所を予定している民設民
営による母子生活支援施
設において、ショートス
テイ事業を開始する予定
です。

　平成29年７月より母子
生活支援施設へ業務委託
を開始。施設にて、家庭
での養育が一時的に困難
となった児童等に対して
必要な保護を実施した。

○利用世帯数　４世帯
○のべ利用日数　23日

　各家庭の実情を踏まえ
て、施設にて必要な保護
を行うことで、児童とそ
の家庭における福祉の向
上を図った。

　今後も各家庭の実情を
踏まえて柔軟な対応を図
る。また、事業開始して
まだ間もないため、事業
の周知を継続していく。



平成30年度会津若松市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況報告書

14

№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

22 35 こども保育課

36 こども保育課

23 37 こども保育課

23 38 こども保育課

認定こども園の
充実

　幼児教育・保育や子育
て支援の機能を総合的に
提供し、潜在的な待機児
童の解消や適切な規模の
子どもの集団を保ちなが
ら、子どもの育ちの場を
確保しつつ、質の高い幼
児教育・保育の充実させ
るため、認定こども園の
設置を支援します。

 幼保連携型認定こども園
への移行や施設移転に伴
う施設整備に対し、平成
29年度からの繰越事業及
び平成30年度事業として
１施設へ補助し、平成31
年４月に開園した。
　ほかに、平成30年度事
業として２施設（２か年
事業の１年目）へ補助を
行った。

  令和元年度に２施設の
整備が完了予定であり、
保育枠の拡大が見込まれ
るため、待機児童解消に
寄与できる。

  幼稚園型認定こども園
や保育所から幼保連携型
認定こども園への移行に
伴う施設整備等へ支援し
ていく。

継
続

へき地保育所運
営事業

　へき地の保育を必要と
する児童を集団保育する
ことにより、児童の社会
性を育むとともに児童福
祉の増進を図る。

  平成21年度から、湊地
区の４つのへき地保育所
を統合し、会津若松市社
会福祉協議会を指定管理
者として「湊しらとり保
育園」での集団保育を行
っている。

　少子化により将来的に
は対象者の減少が見込ま
れるが、ここ数年の保育
需要の高まりにより低年
齢児の入所が増加してい
る。

　共働き世帯の増加等に
より、保育ニーズは非常
に高い状況にあるため、
今後とも、へき地保育所
の運営を継続していく。

⑷

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
充
実

放課後児童健全
育成事業（こど
もクラブ）

　保護者が昼間家庭にい
ない小学生を対象に、授
業の終了後に学校施設や
児童館などを利用して、
放課後児童指導員を配置
し、適切な遊びと生活の
場を与えて、その健全な
育成を図ります。
　さらに、受け入れ年齢
拡大に対応するため、施
設整備を図るとともに、
利用時間の延長など、事
業の充実を図ります。

　利用料として月額4,000
円を徴収。減免制度あり
。
  児童館、小学校の余裕
教室、公共施設及び民間
施設等を活動場所として
、22ヶ所(49クラス)で事
業を実施。
　平成30年５月１日時点
で1,757名が登録。
  日新こどもクラブ及び
門田こどもクラブにクラ
スを増設した。
　共働きやひとり親家庭
の就労を支援するととも
に、集団生活を通じて児
童の健全な育成を図った
。

　平成27年度から、こど
もクラブの対象年齢を小
学校６年生まで拡大し、
開所時間も最大で19時ま
での利用が可能となり、
要望の多かった保護者の
ニーズに応えることがで
きた。

　研修会等を定期的に実
施し、保育の質の向上に
努めていく。

こどもクラブ関
係者との連絡

　個々に応じた適正かつ
健全な育成を図るため、
こどもクラブの運営者や
学校を始めとした関係者
間の連携を強化します。

　緊急連絡網を整備し、
クラブ運営の円滑化の一
助とした。
　また、関係者による連
絡会議を定期的に開催し
、情報を共有するととも
に、関係者の連携強化を
図った。

　こどもクラブ、学校、
市の連携を強化するため
、ネットワークの構築が
図られた。

　事業のさらなる進展を
図るため、定期的に連絡
会議を開催し、情報の共
有や連携を強化していく
。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

24 39 総務課

24 40 道路建設課

24 41 建築住宅課

24 42 建築住宅課

３
子
育
て
し
や
す
い
生
活
環
境
な
ど
の
整
備

⑴

安
心
し
て
外
出
で
き
る
環
境
の
整
備

利用しやすい公
共施設の整備

　ユニバーサルデザイン
の視点で子育て家庭等が
安心して利用できる施設
の整備に取り組みます。

新たな取組及び既存設備
等の改修なし。

これまで整備した設備、
案内板の劣化状況等の確
認を行ったが、異常箇所
なし。

引き続き、設備、案内板
等の点検を実施するとと
もに、劣化状況等に応
じ、改善を図っていく。

安全な交通環境
の整備

　すべての人が安心して
外出できるよう、段差の
解消、歩道の拡幅等のバ
リアフリー化を推進しま
す。
　また、駅、官公庁施
設、病院等を相互に連絡
する道路の移動等円滑化
を推進します。さらに、
事故が多発しているエリ
アについては、歩道整備
等を行うことによって歩
行者および自転車の安全
を確保し、交通事故の削
減を目指します。

・都市計画道路会津若松
駅中町線道路改良工事
L=130.0m

・都市計画道路藤室鍛冶
屋敷線道路改良工事（市
道幹Ⅰ-11号線）　
L=204.3ｍ

・市道幹Ⅰ-12号線歩道整
備工事
L=42.3m

・市道幹Ⅱ-13号線歩道整
備工事
L=92.0m

・市道幹Ⅰ-6号線路側カ
ラー化工事
A=142.6㎡

・市道若3-237号線外点字
ブロック設置工事
L=116.8m

 限られた予算内でより効
果的な整備を図った。

　今後も引き続き未整備
区間の早期整備に向け、
事業を展開していく。

⑵

子
育
て
し
や
す
い
居
住

環
境
の
整
備

公営住宅の維持
管理

　公営住宅の維持管理を
適切に行い、良好な居住
環境の確保を図ります。

　計画的な既存住宅の修
繕に努めるとともに、ト
イレに手摺りを設置する
などの改修を実施した。

　住環境の維持に努めて
いるが、老朽化が進んで
いる住宅が増加してい
る。

　引き続き既設住宅の修
繕及び改修を行い、適切
な住環境の維持に努め
る。

特定優良賃貸住
宅供給促進事業

　中堅所得者等の居住の
用に供する優良な公的賃
貸住宅の供給を促進し、
ファミリー借家世帯等の
居住水準の向上を図りま
す。

　特定公共賃貸住宅とし
て供給を継続した。

　募集を行なっているが
空家が生じている。

　募集案内の周知に努
め、引き続き中堅所得者
層ファミリー世帯に向け
た供給を図る。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

24 43 花と緑の課

25 44 屋内遊び場 こども保育課

45 こども保育課

⑶

子
ど
も
の
遊
び
場
の
整
備

公園の維持・管
理と地域で見守
る意識の醸成

　子どもが安心して遊べ
る公園・緑地の整備を進
めるとともに、既存の公
園・緑地についても、バ
リアフリー化などのリ
ニューアルについて検討
します。また、樹木の枝
払い等を行いながら、遊
具等について、適切な補
修や更新により、長寿命
化を図り、安全、安心な
公園施設の維持に努めま
す。
　さらには、子どもたち
の遊びを理解し、見守る
など、地域全体で子育て
を支える意識づくりが重
要であります。地域ごと
に課題が異なりますが、
世代間交流の機会を増や
すなど、行政に限らない
多様な主体による活動を
推進していきます。

　遊戯施設の改修やトイ
レの洋式化等を実施し、
枝払いや遊戯施設の補修
等良好な維持管理に努め
た。

　日常点検を通し、適切
な維持管理に努めている
が、多くの公園で老朽化
が進んでいる。

　引き続き、日常点検を
通した適切な維持管理に
努め、必要に応じた施設
整備を行う。
　また、子どもたちの遊
びを理解し、見守るな
ど、地域全体で子育てを
支える意識づくりについ
ては、引き続き、行政に
限らない多様な主体によ
る活動の機会を模索して
行く。

　ニーズ調査などでは、
子どもは外で元気に遊ば
せることでたくましく育
つとの意見もある一方、
冬季期間や雨天時など、
屋内でのびのびと遊ぶ場
所がほしいなどの意見が
出されています。
　現在の幼稚園、保育所
や児童館などの各施設の
開放や民間で運営してい
る遊び場などの既存施設
の周知に努めながら、そ
の支援策について、児童
館の老朽化対策とあわせ
て検討します。

　ホームページ等を活用
しながら、屋内で遊べる
地域子育て支援センター
や民間が運営する屋内遊
び場の情報発信を行っ
た。

　屋内遊び場の確保につ
いて様々な要望が寄せら
れており、活用できる施
設のさらなる周知が必要
である。

　情報発信を継続すると
ともに、児童館等の屋内
遊び場のあり方について
検討していく。

継
続

児童遊園施設管
理

　児童遊園の維持管理を
通して、児童に健全な遊
び場を与え、児童の健康
の増進と豊かな情操の育
成を図ります。

　児童が安全に遊べるよ
う、公園内の遊具・トイ
レなどの、点検・修繕・
清掃などを行った。

　遊具点検において、遊
具の一部で改善の必要が
あった。

　劣化した遊具の撤去
等、園内施設の安全管理
に努めていく。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

26 - 商工課

26 46 商工課

26 47 商工課

26 48 商工課

４
仕
事
と
生
活
と
の
両
立
の
支
援

⑴

仕
事
と
生
活
の
調
和
の
実
現
の
た
め
の
働
き
方
の
見
直
し

育児・介護休業
者生活資金利子
補給

　育児休業中の勤労者の
生活の安定を図り、育児
休業制度の利用促進を図
るため、県育児・介護休
業者生活資金貸付金利用
者へ、その利子の補給を
行います。

　平成30年度実績無し。 　国において仕事と家庭
の両立支援の推進が図ら
れ、支援制度が拡充され
てきており、貸付制度自
体のニーズが低下してい
ることから平成28年度を
もって制度を廃止。

 利子補給金制度は廃止。
今後の需要動向を見極
め、必要な制度の検討を
行っていく。

公共職業安定所
との連携による
就業支援の実施

　会津若松公共職業安定
所内のマザーズコーナー
との連携により、女性の
一層きめ細かな就業支援
に努めます。

　子育て女性等の就職支
援協議会など県内関係機
関の会議等を通し、行政
及び関係団体の情報・課
題の共有を図った。

　窓口における対象者の
相談は少ない状況にある
が、ハローワークとの情
報共有に努めていく。

　今後も引き続き、ハ
ローワークや関係機関・
団体との連携に努め、必
要な支援を行っていく。

仕事と生活の調
和の実現に向け
た広報・啓発

　国や県、企業などの関
係機関と連携し、国の助
成制度の周知を図りなが
ら、育児休業制度、再就
職の支援・再雇用及び労
働時間短縮の促進の啓発
に努めます。

　労働局や県、関係機関
と連携して各種制度の啓
発を行った。

　平成31年4月から順次施
行される働き方改革関連
法案等の影響により、
国・県で設置する相談窓
口等の啓発を行った。

　今後も情報の周知・広
報を図り、働き方改革に
つながるよう啓発を行っ
ていく。

支援対策に取り
組む企業や民間
団体の事例情報
の収集、提供等

　各種の推進企業認証制
度や表彰制度を設けてい
る国や県との連携を図る
ことで、制度の周知や認
証企業・表彰企業の情報
を提供するなど、取組企
業の周知を図るととも
に、未実施の企業に対す
る取組への啓発に努めま
す。

　県では両立支援等の職
場環境づくりに向けて取
り組んでいる企業に対
し、次世代育成支援企業
認証を行っており、市内
の企業に対し周知を行っ
ている。
※市内認定企業30社（平
成31年3月現在）

　認証制度のメリットな
どについて周知・ＰＲを
継続していく必要があ
る。

　今後も県や関係機関と
の連携に努め、優良事例
やメリットなどについて
の周知啓発に努めてい
く。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

26 49

26 50 こども保育課

仕
事
と
生
活
の
調
和
の
実
現
の
た
め
の
働
き
方
の
見
直
し

男女共同参画推
進事業者表彰の
実施

企画調整課協
働・男女参画
室

　男女がともに働きやす
い職場環境づくりを行っ
ている事業者を表彰して
います。さらに、それら
の取組を男女共同参画情
報紙等により広く周知
し、他事業者への波及促
進を図ります。

　事業者約370社へ募集チ
ラシを送付し、応募のあ
った下記3社を、厳正な審
査のうえ表彰した。
　送付の際にはワーク・
ライフ・バランスのチラ
シを同封するなど啓発も
兼ねて実施した。

◆武田土建工業(株)
◆(株)パティズ
◆(株)デバイス・ホーム

　評価された取組は、男
女共同参画情報紙「ぱー
となー」や市ホームペー
ジに掲載し、周知を図っ
た。
　また、受賞事業者のフ
ォローアップを兼ねた事
業者向けの「ワーク・ラ
イフ・バランスセミナー
」を開催し、事業者の意
識高揚を図るとともに、
事業者同士の情報交換の
機会を提供した。

　今回応募のあった3社は
、会社規模の大小はある
ものの、それぞれがワー
ク・ライフ・バランスや
男女ともに働きやすい職
場環境づくりに積極的に
取り組んでおり、男女共
同参画に対する事業者自
身の関心の高さが伺えた
。
　そうした取組を広く周
知し、他の事業者への広
がりも期待したい。

　ワーク・ライフ・バラ
ンス等の好事例を他事業
者へ広く紹介し、啓発を
図っていく。　
　また、働きやすい環境
づくりやワーク・ライフ
・バランス推進などの現
状や課題認識を共有する
ためのフォローアップを
今後も継続していく。
　また、応募数増加に向
けて引き続き周知方法に
ついても検討していきた
い。

⑵

仕
事
と
子
育
て
の
た
め
の
基
盤
整
備

乳幼児健康支援
一時預かり事業
（病児保育）

　病気が回復期に至らな
い・症状の急変が認めら
れない児童で、日中保護
者が家庭で保育をするこ
とができない児童を、病
院に付設された専用のス
ペースにおいて一時的に
預かり、保育を行いま
す。
 なお、利用にあたって
は、子どもが病気などの
時に親が仕事を休めるよ
うな企業における意識の
醸成を図りながら、適切
な提供体制の確保に努め
ます。

　保護者が、仕事や傷病
、事故、出産、冠婚葬祭
などの理由から病気の子
どもを保育することが出
来ない場合に病児保育所
において保育を行った。
・のべ利用者　　282名

　市民のニーズに応える
運用をし、保護者の子育
てと就労の両立を支援し
ている。

　今後も継続していく必
要があるが、現在の委託
体制の継続性や市内の小
児科が減少している現状
から、切れ目ない支援が
できるよう事業継続のた
めの対策を検討していく
必要がある。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

26 51 こども保育課

－ － －

26 52 こども保育課 － － －

26 53 こども家庭課 №３に記載

－ － －

27 54 児童手当 こども家庭課

27 55 こども家庭課

27 56 保育料等の減免 こども保育課

仕
事
と
子
育
て
の
た
め
の
基
盤
整
備

子ども・子育て
支援法に基づく
教育・保育の提
供（再掲）

№30に記載

児童健全育成事
業（再掲）

№37に記載

ファミリー・サ
ポート・セン
ター事業（再
掲）

５
子
育
て
家
庭
へ
の
経
済
的
支
援

⑴

教
育
費
や
養
育
費
な
ど
に
か
か
る
支
援
の
充
実

　子育ての経済的負担を
軽減し、安心して出産
し、子どもが育てられる
社会をつくるため、児童
手当を支給します。

○手当月額
０歳～３歳未満　15,000
円、
３歳～小学生までの第一
子・第二子　10,000円
第三子以降　15,000円
中学生　10,000円
　ただし、所得制限以上
の受給者の児童は一律　
5,000円
○受給者数　8,318件（施
設受給者含む）
（平成31年２月末現在）

　手当を支給することで
子育ての経済的負担を軽
減した。
　マイナンバーが平成30
年７月改版され、新たな
データ標準レイアウトに
基づき、住民票の提出が
不要となったことによ
り、負担軽減が図られて
いる。

　認定請求が支給の要件
であるため、手続き忘れ
が生じないよう出生、転
入等の住民異動者へ周知
を行う。
　子育てワンストップ
サービスによる電子申請
の周知・利用促進に努め
る。

子ども医療費助
成事業

　子どもの健康の保持・
増進を図るため、医療費
の助成を、今後も継続し
て行います。

　０歳から18歳（18歳到
達後の最初の3月31日）ま
での児童の保険診療にか
かる一部負担金及び入院
時食事療養標準負担額を
助成する。
○助成件数　263,623件
○助成額　550,469千円

　平成26年３月診療分か
ら、窓口無料の範囲を県
内から全国の医療機関等
まで拡大した。
　医療費の窓口無料によ
り、子どもたちの早期治
療による健康増進を図る
とともに、保護者の経済
的負担を軽減することが
できた。

　子どもの健康増進及び
安心して子どもを産み育
てる環境づくりを促進す
るため、今後も事業を継
続する。

　保育所、幼稚園、認定
こども園等の保育料につ
いては、多子軽減措置に
より減免します。さら
に、こどもクラブの利用
料については、ひとり親
家庭や非課税世帯を対象
に減免します。

　保育認定を受けた児童
に係る保育料の多子軽減
算定基準を、市独自に教
育認定と同様とし、継続
して実施した。
　また、感染症にり患し
た場合に休園相当分を減
免した。
　こどもクラブ利用者で
は、該当世帯への減免を
実施した。

　子育て世代の経済的負
担の軽減を図り、特に多
子世帯への軽減は、子育
てしやすい環境づくりへ
の効果が見込まれる。

　子育て世代の経済的負
担の軽減を図り、地域の
実態に応じた必要な軽減
または減免を継続してい
く。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

28 57 こども家庭課

28 58 こども家庭課

28 59 女性福祉相談 こども家庭課

６
援
助
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
や
家
庭
へ
の
支
援

⑴

子
ど
も
の
虐
待
防
止
の
強
化

要保護児童対策
地域協議会

　児童虐待から子どもを
守るため、各関係機関の
連携を強化し、相互に情
報を共有し、児童虐待に
対して実効性のある対応
をします。
 さらに、市民や施設等へ
周知を図りながら、関係
機関・団体の連携・協力
と事務局機能の強化に努
めるとともに、未然防止
のための啓発活動や要保
護児童対策地域協議会の
研修会なども開催しま
す。

　要保護児童対策地域協
議会が把握する全ケース
に対し定期的に状況及び
主たる支援機関の確認、
支援方法の見直しや構成
機関同士の情報交換及び
個別ケース検討会議で課
題となった点の検討を
行った。
○進行管理対象世帯
　世帯数：46世帯（児童
102名）
○個別ケース検討会
　会議開催数：102回（46
世帯）

　児童相談所をはじめと
した関係機関と円滑に連
携するための要保護児童
対策地域協議会全ケース
の進行管理や支援方法の
継続的な見直しを行うこ
とで、リスクの見落とし
や支援の放置を防いでい
る。

　要保護児童対策地域協
議会を積極的に活用し
て、関係機関等との連携
を密にし、要保護児童等
の早期発見・早期対応
と、児童虐待の未然防止
の強化を図っていく。

養育支援訪問事
業

　児童虐待の未然防止の
ため、乳児家庭全戸訪問
事業等を通じて、養育支
援を必要とする家庭を早
期に把握するとともに、
養育支援が特に必要と判
断した家庭に対し、保健
師、助産師、保育士等が
その居宅を訪問し、養育
に関する指導、助言等を
行います。

　養育支援員を5名配置
し、養育支援が特に必要
であると判断した家庭に
訪問し、指導及び助言を
行うことにより、適切な
養育の支援に努めた。

○訪問回数　延べ43回

　妊娠中から支援が必要
な家庭に対しても、出産
前から関係機関と綿密な
ケース検討会議を行い、
出産直後から、養育支援
員が家庭訪問し、きめ細
かい支援に努めた。

　要保護児童対策地域協
議会との連携により、要
保護児童等の早期発見に
努めるとともに、要保護
児童の養育環境改善と児
童虐待の未然防止を図
る。

⑵

ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
支
援

　母子家庭等からの様々
な相談に対し、女性相談
員が助言・指導・情報提
供を行います。

　母子家庭や、夫婦間の
悩みに対して、女性相談
員が助言・指導を行い、
女性の保護及び援助を行
った。

○相談件数　427件

　様々な相談に対し、女
性相談員が助言・情報提
供等を行い、適切に相談
対応を行った。
　女性が相談しやすい環
境作りや広報周知に努め
た。

　離婚の増加や家庭環境
の変化、ＤＶなど、複雑
化する相談内容に対応す
るため、研修等を受講
し、相談業務のスキル
アップに努める。また、
予約制による時間外の相
談対応についても継続し
ていく。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

28 60 児童扶養手当 こども家庭課

28 61 こども家庭課

⑵

ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
支
援 　離婚等により父または

母と生計を同じくしてい
ない児童を養育している
母または父、もしくはこ
れらの父または母に代
わって養育している人に
対して手当を支給し、生
活の安定と自立の促進を
通じて児童の健全な育成
を図ります。

（H30.8.1現在）
受給資格者数　1,551人
全部支給　42,500円
一部支給　
　42,490円～10,030円
第二子
　 10,040円～5,020円
第三子以降
　　6,020円～3,010円

平成30年度支給総額
645,936,210円
　

　平成24年度から現況届
における住民票の省略を
行い、受給資格者の負担
軽減を図っている。
　平成29年11月よりマイ
ナンバーの本格運用が開
始され、転入者の所得・
課税・控除証明書を取得
するための負担軽減が図
られている。

　法定事務であり、ひと
り親家庭等に対する福祉
需要は高いことから、ひ
とり親家庭等の生活安定
と自立促進のため、制度
の周知徹底を図りなが
ら、事業を継続してい
く。

ひとり親家庭医
療費助成事業

　ひとり親家庭および父
母のいない児童の健康と
福祉の増進を図るため、
対象となる児童が18歳に
なるまで、医療費の助成
を行います。

 18歳未満の児童を養育し
ている、ひとり親家庭の
親と児童及び父母のいな
い児童を対象に、保険診
療一部負担金及び入院時
食事療養標準負担額を助
成する。同一月ごとに一
世帯1,000円の自己負担が
あったが、平成29年10月
より、ひとり親家庭医療
費の医療機関等での窓口
無料化を実施。

○助成件数　17,996件
○助成額　　46,237千円

　医療費の一部負担金を
助成することにより、ひ
とり親家庭の生活の安定
と自立を促進し、健康と
福祉の増進を図った。

　ひとり親家庭の経済的
支援を行うことで、生活
の安定と自立促進につな
がることから、今後も事
業を継続する。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

28 62 こども家庭課

28 63 就学遺児激励金 こども家庭課

母子家庭等自立
支援給付金

　母子家庭等の生活の安
定を図るため、就職に必
要な資格取得や技能習得
のための修学や講座の受
講をするひとり親家庭の
父または母に対して、費
用の助成を行います。

○高等職業訓練促進給付
金等事業
　看護師等の資格取得を
目指す母または父につき
額70,500円または100,000
円（非課税世帯など）を
支給。（最長3年間支給）
・受給者数　10名
○自立支援教育訓練給付
金事業
　雇用保険制度の教育訓
練給付指定の講座を受講
する母または父に費用の
60％を支給。（上限20万
円）
・受給者数　0人
○高等学校卒業程度認定
試験合格支援事業
　高等学校卒業程度認定
試験の合格を目指すひと
り親家庭の親または児童
に、対象講座の受講終了
時に費用の20％（上限10
万円）、試験合格時に対
象講座の費用の40％（上
限15万円）を支給。
・受給者数　0人

　ひとり親家庭に対して
は、児童扶養手当等の短
期的な給付だけでなく、
就労の支援といった長期
的な支援が必要である。
そのため、就職に有利な
資格取得のための経費を
助成し、高収入を得られ
る仕事に就職できるよう
に支援した。
　また、ひとり親対象の
児童扶養手当現況届時に
チラシを配布したり、
ホームページや市政だよ
りで周知に努めた。

　事業の周知を十分に行
い、ひとり親の今後の生
活の選択肢の一つとなる
よう推進していく。

　小中学校に在籍する就
学遺児が、健やかに成長
し、勉学の励みとなるよ
う、その児童を扶養して
いる者に対し、就学遺児
激励金を支給します。

　就学遺児に対して、小
学校在学時、中学校在学
時にそれぞれ30,000円を
支給。
○支給人数
小学生11人
中学生16人　計27人

　就学遺児の健全な育成
に寄与するものであるた
め、対象児童の把握に努
める。

　対象となる児童を養育
されている方へ随時案内
を送り、適切に支給を行
う。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

28 64 こども家庭課

29 65 こども家庭課

母子生活支援施
設

　子どもの監護が必要な
母子世帯の生活上の安定
と自立のため、休所中の
すずらん寮に代わる新た
な施設を民設民営により
整備します。

　旧母子生活支援施設す
ずらん寮西棟は、平成30
年度中に解体作業を行っ
た。
　当該施設の土地につい
ては、平成30年度末に教
育総務課に所管換えを
行った。
　また、平成29年７月に
開所した民設民営の母子
生活支援施設の入所者に
対して、必要な支援を
行った。

○入所世帯数
　８世帯（H31.3末日）
※うち本市措置世帯数
　４世帯（H31.3末日）

　解体作業に向けた、施
設内物品等の整理や周辺
施設・住民への事前説明
を行った。
　解体作業中は、担当課
である建築課および解体
業者と連携し、周辺環境
への影響を最小限にとど
めるように努めた。
　また、民設民営による
母子生活支援施設の入所
者に対する支援のため、
施設とケースについて対
応協議しながら、母子世
帯の自立に向けた支援を
行った。

　当該施設解体後の土地
については、平成31年度
から教育総務課所管とな
り、行仁小学校教員駐車
場として利活用予定。
　また、民設民営の母子
生活支援施設については
、緊急性が高く支援が必
要な母子を入所させ、養
育等に関する支援を行っ
ていく。

⑶

障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
や
家
庭
へ
の
支
援

障がい児に対す
る支援

　乳幼児健康診査事業な
どの活用により、障がい
のある子どもに対する支
援体制を整えながら、下
記の３つの事業（障がい
児通所支援）を行いま
す。
・未就学児に対し日常生
活における基本的な動作
の指導、知識技能の付
与、集団生活への適応訓
練、その他必要な支援を
行います。（児童発達支
援）
・就学児に対し、生活能
力向上のために必要な支
援社会との交流その他必
要な支援を行います。
（放課後等デイサービ
ス）
・保育所等に障がい者関
連の事業所職員が訪問
し、障がい児以外の児童
との集団生活への適応の
ための専門的な支援を行
います。（保育所等訪問
支援）

【実利用者数】
○児童発達支援
　90名
○放課後等デイサービス
　181名
○保育所等訪問支援
　17名

・保育所や認定こども園、医
療機関等への事業所の周
知が一定程度なされ、関係
機関からの紹介や巡回児童
相談会を通した児童相談所
からの紹介でサービスにつ
ながるケースが増えてきて
いる。
・平成30年中に、市内に新し
く２事業所が開所した一方で
、事業所によっては利用でき
るまでに時間がかかってし
まったり、希望する曜日に利
用できない等の課題がある
。

　事業所間の連携を深め
ることにより、相互に意
見交換等の行いながら、
提供サービスの質の向上
を図る。また、各利用者
の状況に応じた適切な支
援ができるよう、会議等
を通して事業所や相談支
援専門員等との連携を深
め、個別ニーズへの対応
を検討していく。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

29 66

29 67

68 こども家庭課

障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
や
家
庭
へ
の
支
援

地域自立支援協
議会

障がい者支援
課

　各関係機関の連携を強
化し、障がいのある人も
ない人もともに暮らせる
共生社会の実現のための
仕組みづくりや「会津若
松市障がい者計画・障が
い福祉計画」の進行管理
を行います。

　市障がい者計画・障が
い福祉計画・障がい児福
祉計画の推進に向けて進
行管理を行いながら、障
がいのある人が安心して
地域で生活することがで
きるよう、支援の仕組み
作りに向けた検討を進め
た。
　障がいのある子どもへ
の一貫した支援の仕組み
づくりとしては、平成30
年度は会津版サポート
ブックの配布や、小中学
校・保育園等の先生向け
の相談機関一覧の作成と
配布などを行った。

　平成30年度に配布を開
始した会津版サポート
ブックの有効な活用や、
家族支援の仕組みづくり
など、障がいのある子ど
もに対する一貫した支援
に向けた体制づくりを推
進していく必要がある。

　第１期障がい児福祉計
画の進行管理を行うとと
もに、地域自立支援協議
会の６つの部会のうち療
育部会を中心としなが
ら、障がいのある子ども
のライフステージに応じ
た連携・支援体制の充実
に取り組んでいく。
　また、平成24年度から
「教育と福祉の連携」を
検討テーマとして「特別
支援連携ワーキンググ
ループ」が設置されてい
るが、同ワーキンググ
ループの在り方について
検討していく。

障がい者総合相
談窓口

障がい者支援
課

　障がいのある子どもや
障がいのある人、またそ
の家族等の地域生活に関
する様々な相談に応じ
て、情報の提供や相談・
助言等の支援を行い、そ
の人が地域で自分らし
く、自立した生活を送る
ことができるよう援助し
ます。相談を受けた場合
は必要に応じて医療・保
健・福祉・教育・就労等
の各機関と連携し、ライ
フステージに応じた適切
な支援が行えるよう関係
機関との調整を図りま
す。

○障がい者支援センター
カムカムの運営（相談支
援、就労支援、ボラン
ティアのワンストップ相
談窓口）
○障がいのある人やその
家族に対する相談支援
・障がいのある子どもに
関する相談支援延べ人数
　109名
○障がいのある人の権利
擁護

　障がい者支援センター
カムカムを構成している
２機関（障がい者総合相
談窓口、ボランティアセ
ンター）における利用者
のさらなる利便性の向上
を図るため、きめ細かい
ニーズの把握や課題に応
じた他機関との連携強化
を図る必要がある。

　障がい者支援センター
カムカムを市における中
核的な相談支援拠点とし
て充実を図りながら、よ
り身近な生活圏における
相談支援体制の整備を進
めていく。

継
続

障がい児に対す
る支援（居宅介
護）

　自宅において入浴、排
泄、食事の介護等のホー
ムヘルプサービスを行い
ます。

○実利用者数　５名 　重度心身障がい児等を
中心として利用のニーズ
はあるが、提供事業所数
及びヘルパー数の不足が
解消されない現状にあ
る。

　在宅で介護を必要とす
る障がい児にとっては欠
かせないサービスであ
り、今後も受入体制の充
実や新たな事業所参入に
向け、働きかけを行う。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

69 こども家庭課

70 こども家庭課

71 こども家庭課

72 こども家庭課

継
続

障がい児に対す
る支援（行動援
護）

　知的障がいや精神障が
いにより行動が困難で常
に介護が必要な方に、行
動するときの危険を回避
する援助や外出時の移動
の補助を行います。

○実利用者数　８名 　重度知的障がい児等を
中心に一定の利用ニーズ
がるが、平成30年度半ば
にサービス提供事業所が
１か所休止となり、市内
でサービス提供できる事
業所が１箇所のみとなっ
た。介護人材の不足もあ
り、ニーズに十分に応じ
ることができていない状
況にある。

　サービス事業所の拡大
に向けた取組や、ヘル
パーの確保に向けた取組
を、市内訪問系事業所と
連携して引き続き実施し
ていく。

継
続

障がい児に対す
る支援（短期入
所）

　在宅で障がいのある児
童を介護する家族が病気
などの理由により一時的
に介護できなくなる場
合、短期間施設に入所さ
せ必要な支援を行いま
す。

○実利用者数　10名 　平成30年度に、身体障
がい児の受け入れが可能
な短期入所事業所が市内
に１か所開所したところ
である。
　受け入れ者数は少ない
ものの、市内に新たに設
置された重要な社会資源
として認識している。た
だし、知的障がい児を受
け入れる事業所はいまだ
に市内になく、ニーズに
は十分に応じることがで
きていない状況にある。

　関係機関と情報共有や
連携をしながら、引き続
き受け入れ施設の拡大を
図っていく。

継
続

障がい児に対す
る支援（ガイド
ヘルパー派遣事
業）

　外出する際に移動の介
護が必要な障がいのある
児童に対し、外出のため
の支援を行います。

○実利用者数　２名 　移動支援に対しては、
少数ではあるものの一定
のニーズが継続して存在
している状況にある。

　発達障がい児を中心と
した行動障がいのある児
童の利用ニーズが想定さ
れるため、ニーズに合っ
たサービス提供を図る。

継
続

障がい児に対す
る支援（タイム
ケア事業）

　障がい児の日中活動の
場を提供するとともに、
その家族の就労支援及び
休息を図るため、施設に
おいて一時的な預りを行
います。

○実利用者数　23名 　早朝や休日における
サービス利用のニーズが
高い状況にあり、希望通
りに利用することができ
ない状況にある。
　平成31年度から、児童
を対象としたタイムケア
サービス提供事業所が１
か所増設したところであ
る。

　タイムケア事業は、一
時的な預り事業として、
障がい児通所支援事業の
補完的な役割をとしての
ニーズが非常に高いこと
から、今後も引き続き充
実に向けた働きかけを行
う。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

29 73 教育支援委員会 学校教育課

30 74 こども保育課

30 75

76

　早期からの教育相談
や、その後の一貫した支
援についても助言を行う
相談機能の充実を図りま
す。さらには、福祉機関
等との連携を図りながら
特別な支援を要する子ど
もたちの支援を行ってい
きます。

　心身に障がいを持つ児
童生徒に適切な就学先を
判断し、特別支援教育の
推進を図る。本委員会を
２回開催し、在学児93名
、新入学児48名の依頼全
てに回答を行った。

　年々対象児童生徒が増
加していることから、専
門調査員が調査を行い、
保護者や学校からの依頼
に応えるとともに、相談
体制充実のため福祉機関
や医療機関とも連携を図
る必要がある。

　福祉部門や医療機関と
の連携をより深め、早期
からの教育相談や就学先
決定後の一貫した支援な
どの機能の充実を図る。

Ⅲ

子
ど
も
が
い
き
い
き
と
育
つ
ま
ち

１
子
育
て
を
す
る
親
の
育
成

⑴

子
育
て
を
す
る
親
へ
の
支
援

地域子育て支援
拠点事業等の拡
充

　家庭で子育てをしてい
る保護者に交流と育児相
談の場を提供し、育児に
関する不安や悩みの解消
を図るとともに、保護者
同士の交流を促進する、
地域子育て支援センター
や幼児クラブなどにおい
て、その取組を推進しま
す。

　子育て支援センター２
３施設や児童館３施設で
実施の幼児クラブなどに
おいて、家庭で子育てを
している保護者の育児相
談や保護者同士の交流の
場を提供した。

　各施設において、育児
相談や交流の場を提供
し、多くの利用者があ
り、保護者ニーズは高
まっている。

　新たに幼保連携型認定
こども園に移行した施設
において、平成31年度よ
り施設内に地域子育て支
援センターを設置する。
今後も家庭で子育てをし
ている保護者の育児相談
や交流の場の提供を継続
していく。

子育てをする親
の知識向上

生涯学習総合
センター

　乳幼児健診時や、図書
館における赤ちゃんおは
なし会などでの読み聞か
せを通して、絵本を介し
た親子のふれあいや子育
ての楽しさを実感しなが
ら、子育てにおける絵本
の有効性について知る取
組を実施します。

○乳幼児健診での読み聞
かせ
・実施回数　　34回
・対象親子数　812組

○赤ちゃんおはなし会
毎月第１・３木曜日開催
・実施回数　22回
・参加親子数　のべ208組

　多くの乳幼児と保護者
へ、読み聞かせと絵本の
手渡しを行い、乳幼児期
から絵本を子育てに取り
入れる大切さや、心を育
て、家族のコミュニケー
ションツールとなる絵本
の力について伝えること
ができた。赤ちゃんおは
なし会については、参加
親子数が前年度の約1.5倍
に増加した。

　今後も健康福祉部と連
携してブックスタート事
業を継続していく中で、
ボランティアとの協働の
もと、読み聞かせの大切
さを伝えていく。　
　また、月２回の赤ちゃ
んおはなし会は、より充
実した内容となるよう工
夫し、開催する。

継
続

家庭教育講座・
ＰＴＡ研修会

生涯学習総合
センター

　「家庭教育講座」で
は、就学時健診の保護者
待機時間を活用し、就学
前の子どもを持つ親への
子育て指導を行うほか、
「ＰＴＡ研修会」では、
小・中学生の保護者の知
識向上を図るための研修
会を開催します。

○家庭教育講座
市内19校において実施
受講者数940名

○ＰＴＡ研修会
6月～10月まで　全8回実
施
受講者数延べ278名

  家庭教育講座について
は、就学時前の子育てに
必要な知識を得ることが
できたと保護者から好評
であった。
  ＰＴＡ研修会について
は、座学の講義だけでな
く保護者同士のグループ
討論を行うことで、保護
者間のコミュニケーショ
ン作りにも貢献すること
ができた。

  家庭教育講座について
は、今後も就学時前の子
育てに必要な学びを提供
していく。
  ＰＴＡ研修会について
は、昨年同様のメニュー
内容に加え、男女協働の
子育てに関する特別講座
を実施し、保護者へ多方
面での学びを提供してい
く。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

77 こども家庭課

30 78 こども保育課

31 79 性教育の充実 学校教育課

31 80 学校教育課

継
続

ブックスタート
事業

　未就学児の絵本に接す
る機会を拡充し、児童の
健全育成と子育て世代の
経済的負担を軽減するた
め、絵本の配付を行っ
た。

　絵本や絵本ガイドなど
の入った「ブックスター
ト・パック」を購入し、
健診受診者に対し、配布
を行った。
○絵本購入冊数：906冊
○イラスト・アドバイス
ブックレット：906冊
○コットンバック：906袋

　ブックスタート事業の
実施にあたり、健康増進
課、図書館関係各課と連
携を図りながら滞りなく
実施した。

　健診未受診者への対応
として、個別に家庭訪問
等を実施し、健診受診勧
奨や安否確認を行いなが
らブックスタート・パッ
クを手渡していく。

⑵

幼
児
と
触
れ
合
う
機
会
の
提
供

乳幼児とふれあ
う機会の提供

　中学・高校生の職場体
験・インターンシップ・
ボランティアなどの受け
入れを行う中で、乳幼児
とふれ合う機会や経験の
場を提供し、親になるた
めの意識向上を図りま
す。
 また、子育て中の親との
交流を行い、自分の成長
した過程を振り返り、生
命の尊さについて考える
ことができるよう取り組
みます。

　市内外の中学校や高校
や会津大学短期大学部等
などから総合的な学習の
一環としての職場体験・
インターンシップの依頼
を受け、職業観を身につ
けると同時に、乳幼児と
のふれあいの中で育児に
関心を抱いたり命の大切
さ尊さを体感できること
に配慮した取組を行った
。

　体験した生徒・学生か
らの感想は、これからの
自分の進路につなげてい
きたいとの概ね好評なも
のであった。また、機会
があれば乳幼児との関わ
りを積極的に持ちたいと
の意見も聞かれた。

　核家族化、地域の子育
て力の低下に加え母親の
育児の抱え込みが懸念さ
れる現状があることを鑑
み、若い世代の育児への
関心や感性を培い育む取
組は重要度を増すと思わ
れるため、積極的な取組
をしていく。

⑶

思
春
期
に
お
け
る
健
康
教
育
の
推

進 　性に関する指導の充実
を図り、「性教育実践事
例集」を作成し、公開し
ます。

各小中学校が、性教育に
関する全体計画・年間計
画に基づき、関係教科、
道徳、特別活動等におい
て実施した。

　各学校が計画的・継続
的に実践していることに
より、性に関する正しい
知識を身につける機会と
なっている。

各学校が実践を基に、教
育課程において、関係教
科や授業の改善を進め、
性教育の一層の充実を図
る。

薬物乱用防止教
育の充実

　発達段階に応じた薬物
乱用防止教育を実施しま
す。特に、中学校におい
ては、外部講師等を活用
した年１回以上の薬物乱
用防止教室を実施しま
す。

　各学校では、自校の実
態等に応じた薬物乱用防
止教育を実施した。特に
、中学校においては、外
部講師等を活用した年１
回以上の薬物乱用防止教
室を実施した。

　各学校では、自校の実
態を踏まえた薬物乱用防
止教育の充実を図ってい
る。

　引き続き、薬物乱用防
止教育の充実を図る。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

32 81

32 82 学校教育課

32 83 指導児講習会

32 84 高齢福祉課

２
心
豊
か
な
子
ど
も
を
育
む
活
動
の
充
実

⑴

子
ど
も
に
関
す
る
情
報
の
充
実

子ども向けイベ
ント等の情報提
供

生涯学習総合
センター

　「あいづっこニュー
ス」などを通して、子ど
もの地域体験活動に関す
る情報や子育ての情報を
提供します。

学校に協力を依頼し、小
中学生向け公民館事業の
情報提供と参加者の募集
を行った。「会津若松プ
ラス」等の情報媒体の活
用をすることであいづっ
こニュース事業は平成29
年度で終了した。

ダンス教室や図書館を使
った調べる学習講座は定
員を大幅に上回る申し込
みがあり、受入数を増や
して実施した。また、親
子で参加する子どもの森
の野外炊飯体験や、AI時
代のインターネットの安
全な使い方も同様に人気
が高く好評を得た。

小中学生の参加には保護
者の理解と協力が必要で
あるため、広報の時期は
早めに行う。また、内容
については開催時期でま
とめたものを一覧で提供
するなどなど紙面を工夫
していく。

教育ポータルサ
イト「あいづっ
こＷｅｂ」

　開かれた学校づくりと
児童生徒の安全・安心な
生活を守るため、学校と
保護者、地域との情報共
有を図ります。

　ホームページの更なる
充実にむけ、機能改修等
を実施し、より効果的な
情報発信に取り組んだ。

　ホームページの機能改
修等の実施により、各学
校から情報配信がより効
率的かつ積極的に行われ
るようになった。

　あいづっこ＋の魅力向
上並びに登録者のさらな
る利便性向上を図るため
、学校のニーズに対応し
たメール配信方法と登録
者（保護者）の利便性向
上に必要な機能・表示方
法等の検討に必要な基礎
調査を行う。

⑵

心
豊
か
な
子
ど
も
を
育
む
体
験
活
動
や
読
書
活
動
の
実
施

教育総務課あ
いづっこ育成
推進室

　子ども会育成会連絡協
議会との共催で、地域子
ども会会員を対象に子ど
も会のあゆみ、あり方、
集いの持ち方などを、集
まった仲間たちとの班活
動を中心に習得し、地域
子ども会活動をより充実
したものとすることを目
的に開催します。

・１期生：小学４・５年
生が対象。地域別に２回
実施
・２期生：１期生修了者
対象。１泊２日で実施。
・３期生：２期生修了者
対象。本市とゆかりのあ
る地で県外研修を実施
（平成30年度は滋賀県日
野町を訪問）

　年々子ども会会員が減
少傾向であるが、研修内
容や指導方法を工夫し、
参加者数はある程度確保
している。

　本事業は全国にゆかり
の地が多数点在する会津
若松市ならではの事業で
あり、全国的にも珍しく
高い評価を得ていること
から、今後も市子ども会
育成会連絡協議会との共
催により継続して実施す
ることに意義がある。ま
た、子ども会活動の活性
化を図るとともに青少年
の健全育成に努める。

あいづわくわく
学園グループ学
習（小学校との
交流会）

　市主催の高齢者大学校
である「あいづわくわく
学園」において、伝承遊
び・レクリエーションや
給食をともに食べ、小学
生との交流を実施、継続
していきます。

高齢者大学「あいづわく
わく学園」一般課程の学
園生が小学校を訪れ、自
ら企画・準備した遊び等
により、小学生との交流
を図った。
・東山小学校２年生47名
・あいづわくわく学園生
14名

　十分な交流時間が確保
できるよう、学校側との
協議が必要である。

　これからも継続して有
意義な交流を図ってい
く。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

32 85 放課後子ども教
室

生涯学習総合
センター

　放課後や週末に学校や
公民館などの公共施設等
を活用して、子どもたち
の安全・安心な活動拠点
（居場所）を設け、地域
の参画を得ながら、子ど
もたちとともに勉強やス
ポーツ・文化活動、地域
住民との交流等の取組を
実施し、子どもたちが地
域社会の中で、心豊かで
健やかに育まれる環境づ
くりを推進します。

平成30年度は新たに大戸
と湊、さらに中央公民館
で放課後子ども教室を開
設した。市内８公民館の
放課後子ども教室実施数
は９か所となった。
北公民館、南公民館、東
公民館、湊公民館、河東
公民館が実施した放課後
子ども教室は、こどもク
ラブとの一体型で実施。

（）に開設場所、年間実
施回数及びのべ参加者数
を記載。

・中央公民館
（會津稽古堂実施）
（25回　282名）
・中央公民館
（城西小実施）
（26回　403名）
・神指分館
(神指分館実施)
（10回　57名）
・北公民館
（永和小学校実施）
（42回　1,052名）
・南公民館
（南公民館実施）
（89回 2,484名）
・大戸公民館
（大戸小学校実施）
（20回　172名）
・東公民館
（東山小学校実施）
（19回 765名）
・湊公民館
（湊小学校実施）
（6回　343名）
・河東公民館
（河東学園小学校実施）
（20回　1,247名）

○学識経験者、事業関係
者及び地域住民からなる
評価・検証委員会を年３
回開催し、事業にかかる
意見を聴取した。

○コーディネーターや安
全管理員等のスタッフの
ほかに、児童及びその保
護者対象にアンケートを
実施し、事業効果を検証
した。

○地域住民と児童が交流
することでお互いが顔見
知りになり、世代を超え
た交流が図られた。

○児童数が減少するなか
、こどもクラブとの一体
型の取組等の成果により
、前年度と比較し、のべ
参加児童数が増えた。

  国の放課後子ども総合
プランを推進するため、
こどもクラブとの一体的
な整備を軸とする本市行
動計画を策定した。（平
成28年度）
  庁内はもとより、学校
、地域と連携協力し平成
31年度までに８か所の一
体型の放課後子ども教室
の整備を進めていく。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

32 86 子どもの読書活
動の推進

生涯学習総合
センター

　家庭、地域、学校等が
連携し、成長に応じて子
どもの読書に親しむ機会
や、環境の充実を図り、
子どもの読書活動推進に
取組ます。

①おはなし会や読書に親
しむイベントの開催

・季節のおはなし会（夏
、冬、春の３回開催）
・こどもの読書週間行事
『絵本の音楽会』
・子ども向けライブリッ
クシアター
（４月開催）
・外国語のおはなしのへ
や（夏、冬開催）
・おはなし会（週１回開
催）
・かたりべ会（月２回開
催）
・英語のおはなし会（月
１回開催）
・おはなしのもり（月１
回開催）※H30.12～
・読み聞かせ講座の開催

②「会津図書館を使った
調べる学習コンクール」
の開催
・学校支援図書セットの
貸出（11回）

③「会津ビブリオバトル
」（９月開催）

①物語やお話を聞くこと
の楽しさが伝わるおはな
し会や、心豊かな時間を
提供するイベントを実施
することで、子どもたち
の読書に親しむ機会を提
供した。また、参加者が
図書館へ足を運ぶきっか
けを作り、図書館利用や
貸出に繋がった。
さらに、ボランティアに
よるイベントも継続して
実施しており、12月から
は、会津大学短期大学部
幼児教育学科の学生によ
るおはなし会の定期開催
を始めた。その他、読み
聞かせボランティアの育
成を図った。

②小学生を対象に、図書
館の資料を使って調べる
学習へ取り組む機会を創
出している。
また、学校での調べる学
習を支援するための図書
セットの貸出を行った。

③市内在学の中高校生を
対象に、本を読み、その
面白さを発表する機会を
設けることで、本を通じ
たコミュニケーションが
生まれ、本に対する興味
関心が広がった。

①引き続きイベントを開
催し、物語の楽しさを伝
え、読書に親しむきっか
けづくりを行う。また、
図書館そのものに興味を
持ち、来館することが楽
しくなるようなイベント
も検討していく。
さらに、ボランティアと
の連携や育成にも継続し
て取り組んでいく。

②市内小学校へ参加の呼
びかけを行い、応募点数
の増加を目指す。また、
調べるための図書の充実
や、より学校で使いやす
い図書セットの整備を行
う。

③読書の楽しさや面白さ
を伝え、本との出会いを
促すとともに、発表者・
中高生の観戦者の増加を
目指す。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

32 86

87 環境教室 環境生活課

88 環境生活課

子どもの読書活
動の推進

生涯学習総合
センター

(※前ページからの続き)

④小中学校への学校図書
館支援
・図書館奉仕員による巡
回訪問
・図書館ボランティア養
成講座の開催

⑤広報誌やブックリスト
の作成・配布

④巡回訪問により、学校
図書館整備の支援を行っ
たほか、学校図書館で活
動するボランティアを養
成することで、子どもた
ちの読書環境向上につな
がった。

⑤図書館だよりや家読の
チラシの配布、広報誌へ
の図書紹介の寄稿により
、乳幼児から中高生まで
の広い年代へ読書啓発を
行った。
また、４か月児から未就
学児を対象としたブック
リストの配布を行った。
小学生に対しては、低・
中・高学年毎のおすすめ
の本のブックリストを作
成し、館内配布の他、小
学校へ配布し、読書推進
につなげた。

④巡回訪問によって、先
生やボランティアの疑問
や不安を解消しながら、
学校図書館の環境をより
良いものへ整えていける
よう支援する。
また、学校図書館ボラン
ティアの養成にも継続し
て取り組んでいく。

⑤各広報誌やおたよりで
の読書啓発を継続すると
ともに、適切な読書案内
によって、本への関心を
高める。

継
続

　次世代を担う子どもた
ちを対象に、再生可能エ
ネルギーの普及による地
球温暖化の防止や、資源
の有効活用、環境負荷の
低減など、環境保全意識
の啓発を図ることを目的
に、環境教室を実施す
る。

①6月2日に「エコろうそ
く作り」②8月1・3日に
「再生可能エネルギー見
学バスツアー」を実施し
環境保全意識の啓発を
図った。
①参加人数27名
②参加人数26名

　地球温暖化等の環境問
題や再生可能エネルギー
について、より身近なも
のとして受け止め考える
きっかけづくりとするこ
とができた。

　これまでの実績から実
施日程や参加対象、見学
施設等を検討し、参加者
数の増加を目指してい
く。

継
続

こどもエコクラ
ブ

　環境省の主催で、幼児
から高校生を対象とした
環境活動を自主的に行う
クラブで、クラブメンバ
ーと全国事務局との間に
たち、登録受付、ニュー
スレターなどの配布、認
定証交付等を行う。クラ
ブ参加の呼びかけや各ク
ラブが地域に根ざした活
動ができるように支援す
る。

　クラブと全国事務局と
の間に立ち、市内のこど
もクラブ等へのクラブ登
録の呼びかけなどを実施
した。

クラブ登録者　59名
(H31.3月末現在）

  継続して登録している
クラブもあり、こどもエ
コクラブの活動を通じて
、身近な環境を考えるき
っかけとなっている。

  今後も継続して各クラ
ブ活動の支援を行う。ま
た、新規クラブ登録の呼
びかけを積極的に行う。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

89 環境生活課

90 北公民館

91 南公民館

継
続

夏休み親子くら
しの教室

　消費者を取り巻く環境
がますます変化していく
中で、望ましい消費生活
を営むため、自主性を
持った賢い消費者として
行動できるよう、心身の
成長過程にある児童及び
保護者を対象に、消費生
活に関する講座を実施す
る。

  市内小学校４～６年生
の児童とその保護者を対
象に、夏休み期間中に実
施。
平成30年度は「親子食育
教室」をテーマに、クイ
ズ等を交えながら、お菓
子の原材料等について学
んだ。

開催日　8月9日
参加人数 38名

  親子で楽しみながら学
習でき、消費生活を考え
るきっかけとなってい
る。

  より多くの子供たちに
参加してもらえるよう、
参加者が楽しく学べるよ
うな魅力的なテーマを設
定し、継続していく。

継
続

北公民館主催事
業

○親子ふれあい広場
自然体験活動（川遊び）
やレクリエーション活動
（ゲーム・工作物作成）
を通して、親子のコミュ
二ケーションを深める。

平成３０年５月～平成３
１年１月
計　７回
受講者　親子１１組４１
名（延べ１４２名）
内容
レクリエーション教室、
料理教室、川遊びを楽し
もう！南ヶ丘牧場で遊ぼ
う～！、ランドセル工場
見学、会津自然の家でレ
ク活動（ロールケーキ作
り他）、そば打ち体験。

  親子でコミュニケーシ
ョンを取りながら事業を
開催することができた。
特に料理教室系の事業で
コミュニケーションがと
りやすかった。

  地域の子どもたちに参
加してもらえるよう実状
にあったプログラムを作
成し継続していく。

継
続

南公民館主催事
業

○小法師の学び舎（Ｈ29
より名称変更）
　小学４年生から６年生
を対象とした事業。
様々な体験学習を通じて
生きる力を育み、冒険心
や克己心、知的好奇心を
育てる。

５月から１２月まで開催
全６回（参加人数３３
名）

　自ら野菜を育てた農業
体験、さらにはそれを用
いた公民館での宿泊体
験、門田地区文化祭での
ボランティア活動を通じ
た地域についての学び、
身近な日用品等を使って
の科学マジックなど、
様々な体験活動を通じ、
何事にもチャレンジする
精神や自主性、知的好奇
心を育むことができた。
　今年度も公民館での宿
泊体験の中で、ナイトラ
イブラリを開催し、読書
活動に繋げることができ
た。

　今後も学校の垣根を越
えて豊かな体験活動がで
きるようなプログラムを
実施していく。
　また。様々な体験プロ
グラムの中に、読書推進
活動の取り組みを併せて
行っていく。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

92 東公民館

93 大戸公民館

94 大戸公民館

95 北会津公民館

96 北会津公民館

継
続

東公民館主催事
業

○東山・おやこdeまなび
塾（平成３０年度から名
称変更)　
  公民館ならではの様々
な経験や活動を通し、地
元の魅力を再発見すると
ともに、親子のコミュニ
ケーションを図ることに
よりその絆を一層深め
る。

５月から11月まで下記の
内容で４回開催。
延べ33名参加。
・料理教室（三角まき、
こづゆ）
・歴史散策（飯盛山）
・クラフト工作

平成30年度から、親子で
様々な体験を通じて、コ
ミュニケーションを図る
講座に衣替えしたが、参
加人数が少なかったの
で、平成31年度は講座内
容をより魅力的なものに
して、参加人数増を図る
こととしたい。

より多くの親子が参加し
てもらえるよう、魅力的
な講座内容を企画し、継
続していく。

継
続

大戸公民館主催
事業

○わらべ塾
　小学校１年生から６年
生（３年生までは保護者
同伴）を対象とした事
業。自然体験と地域の催
しに参加し交流を深め
る。

　５月から12月まで全７
回開催。受講生14名（延
べ88名）参加。
　内容は、レクリエー
ションゲーム、宿泊学習
（英語等）、自然体験(登
山等）、大戸町文化祭参
加、クリスマスパー
ティー等。

　大戸地区の住民の協力
による、公民館での宿泊
学習でのバーベキュー・
キャンプファイヤーの設
営などの共同作業は、子
どもたちの自立につなが
り、見聞を深めることが
できた。

　地域の子供たちの「学
び舎」として、今後も継
続する。

新
規

大戸地区学校支
援

　小中学生を対象とし、
学校と地域の協働によ
り、地域全体で子どもた
ちの学びや成長を支える
ことを目的として実施。

年間を通して学校活動を
支援するため、以下の内
容で13回実施し、延べ114
名が参加した。
　お花見会、遠足、花壇
整備、校舎清掃、川遊
び、木工品作り、図書整
理、収穫祭、だんごさし
等。

公民館報等を通し地域ボ
ランティアを募集した結
果、左記のとおりの参
加・支援が得られ、地域
住民と子どもたちの触れ
合いが深まった。
また、「だんごさし」等
の伝統行事を伝えること
ができた。

　今後も地域ボランティ
アの発掘を進め、実施し
ていく。

継
続

北会津公民館主
催事業

○あらたて・わんぱく教
室　かわなみ・わんぱく
教室（合同教室）
小学生に様々な体験活動
を提供　地域の魅力発見
と郷土愛を育む

5～11月まで7回実施
受講生　7名
友だちつくり（5月）
お笑い芸人との交流
6月、9月
現地学習7月

　荒舘・川南小以外の小
学校からの参加もあり、
地域を越えた交流・学習
ができた。

　保護者や、子供たちの
要望を聞きながら、様々
な楽しい活動体験を提供
し、子供たちの健全育成
に寄与する。

継
続

北会津公民館主
催事業

○親子ふれあい活動「ぴ
かりん子育てクラブ」
　就学前の子どもと親同
士のふれあいと、情報交
流の場を設け、子育て活
動を支援する。

5月～12月まで5回
親子3組6名

・野菜の植付、収穫
・ﾊﾟﾃｨｼｴごっこ
・季節の行事
・クリスマス会

　近隣に保育施設等があ
るため、小人数での開催
となった。受講生には好
評であるため、公開で実
施するなど、声のかけあ
いをしてきた。

　少人数でも居場所を求
める声に答え、単発開催
募集などを行い継続する
。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

97 河東公民館

98 企画調整課

33 99 企画調整課

継
続

河東公民館主催
事業

○学園キッズクラブ「夏
休み移動教室」
小学生を対象に、夏季休
業期間を活用し、体験・
交流・学習活動など学年
を超えた地域の仲間や大
人たちとの交流を通して
、子どもたちの安全・安
心な活動拠点を提供する
。

７～８月に３回実施
延べ７５名参加

地域団体の協力を得なが
ら、安全・安心な活動拠
点を提供し、参加した児
童の保護者からも高い評
価を得ることができた。

　地域学校協働活動とし
て事業の充実を図る。

継
続

デジタル未来ア
ート事業

ICT・IoT技術を活用した
「冬の遊び場」を創設し
ます。

○開催期間
平成31年3月16日（土）～
26日（火）

○入場者数　6,143人

デジタルアートやワーク
ショップなどが体験でき
るイベントを通して、最
先端のデジタル技術やプ
ログラミング技術などを
学ぶ機会の提供、また、
家族や友人と楽しめる冬
の遊び場の提供を行っ
た。

イベントの開催を継続し
、子どもたちがプログラ
ミングや最先端のデジタ
ル技術などについて、楽
しみながら学べる場を提
供するとともに、市内外
のＩＣＴ企業等の製品開
発や技術交流、さらには
、将来の人材育成等につ
なげる機会としていく。

⑶

外
国
や
他
市
と
の
交
流
活
動
の
推
進

国際交流推進事
業

　野口英世アフリカ賞を
切り口としたアフリカ諸
国との関係など、子ども
たちの様々な国や地域と
の交流を推進します。

○実施内容
　6～10月にかけてグロー
バル人材について考える
ワークショップや英会話
講習、JICA二本松訪問、
アフリカ各国大使館訪
問、外国人インフルエン
サーとの交流会などを実
施するグローバル人材育
成事業を実施した。
　
○プログラム参加者　
会津地域の高校生３５名

　参加高校生に対し、異
言語・異文化に触れる機
会を提供することで、国
際社会への興味関心と異
文化理解を深め、グロー
バルな視点を持った人材
の育成を図った。

　グローバルな視点を
持った人材育成のための
プログラムを継続して実
施していく。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

33 100 企画調整課

34 101 学校評議員 学校教育課

34 102 学校評価 学校教育課

外
国
や
他
市
と
の
交
流
活
動
の
推
進

姉妹都市・親善
交流都市等交流
事業

　歴史的な節目の年にお
いて実施する記念事業の
一環として、子どもたち
同士の交流を行います。

【青少年書画交換交流事
業】
　友好都市を締結してい
る荊州市と書画の交換を
行った。
　また、両市の書画を披
露する展示会を、会津若
松市文化センターにおい
て12月に開催した。

○本市からの作品送付数
・書　小学生　38点
　　　中学生　18点
・絵画　小学生　38点
　　　　中学生　16点
○荊州市からの作品受領
数
・書　　47点
・絵画　65点

　様々な交流を通して両
市市民の相互理解を深め
ることにより、友好交流
の促進が図られた。

　両市の文化等について
理解を深める契機とする
ため、青少年書画交換交
流事業を継続して行う。

３
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め
の
教
育
環
境
の
整
備

⑴

学
校
の
教
育
環
境
の
整
備

　地域に開かれた学校づ
くりと学校及び地域の特
色を生かした創意ある教
育活動を一層推進するた
め、地域住民の協力によ
る学校評議員制度を実施
します。

 市内全小・中学校30校で
実施した。　　　　・学
校評議員数182名（5名×8
校＋6名×12校＋7名×10
校）            ・評議
員会のべ66回（2回×24校
＋3回×6校）

　評議員会での意見聴取
や情報提供以外にも学校
だよりや行事案内配布を
行い、年間を通して児童
生徒の様子を伝えたり、
直接、触れ合ったりする
ことができるようにした
。

地域との連携や相互交流
を図る意味で、この事業
の意義は大きかったが、
今後、一部の学校で学校
地域運営協議会の導入に
伴い、令和元年度は19校
の実施となる見込みであ
る。

　学校教育の向上を図る
ため、教育活動の状況に
ついて自ら点検及び評価
を行い、その結果を公表
するとともに保護者等に
情報を提供します。

 自己評価は全教職員・保
護者・園児児童生徒で行
った。学校関係者評価は
学校評議員等によって行
い、評価結果を公表した
。

全小・中学校で共通の評
価項目を設けることに
よって各学校の教育活動
の実態を統一した評価項
目で点検・評価すること
ができた。

地域や保護者も評価に加
わっていただくことによ
り、学校の説明責任を果
たすとともに、学校運営
の参画者の一人として意
識を高めていただくこと
にもつながっている。今
後も地域と家庭、学校が
連携しながらそれぞれの
教育力を高める意味で継
続が必要である。



平成30年度会津若松市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況報告書

36

№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

34 103 学校教育課

34 104

35 105

３
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め
の
教
育
環
境
の
整
備

目標管理制度

(※平成28年
 4月1日より
「教職員人事  
評価制度」へ
名称変更)

　各学校において校長を
はじめとした全職員が
「自己目標」を設定し、
管理職による指導・助言
を受けながら目標達成と
自己の資質向上を図るた
め、全小中学校の校長、
教頭との面談を行い、実
績等を適正に評価しま
す。

市内全小・中学校におい
て、全職員がそれぞれの
経験年数等に応じた自己
目標を設定し管理職の面
談を行いながら達成のた
めの取組を行った。　ま
た、校長・教頭も教育長
等による面談・評価を行
った。

自己目標の設定や面談を
通して自己研さんに励む
とともに、資質向上や意
欲化、組織の活性化につ
ながった。

本制度も3年が経過し、定
着してきたので、個々の
実態に応じた適切な自己
目標の設定や評価を進め
ながら、職務遂行能力及
び組織の教育力の向上に
つなげていく。

⑵

保
育
所
・
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
等
と
小
学
校

間
の
連
携
の
推
進

（仮称）保幼小
連携会議

こども保育課
学校教育課

　現在も児童が利用する
施設等に変更がある場合
には、それぞれに引継ぎ
などを行っているところ
ですが、教育・保育の質
の平準化や「小１プロブ
レム」解消へ向けて、教
育・保育施設同士及び教
育・保育施設と小学校と
の相互連携を促進するた
めの組織を立ち上げ、連
続した教育・保育の仕組
みづくりに取り組んでい
きます。
　この取組にあたって
は、民生委員・主任児童
委員やスクールソーシャ
ルワーカーなどの参画を
図りながら進めます。

  保育所保育指針の改定
に伴い、教育・保育施設
から小学校への連携に関
わる保育所児童保育要録
の見直しにあたり、公立
及び私立の教育・保育施
設及び小学校の代表者６
名の出席をいただき会議
を開催し、新たな保育所
児童保育要録を作成する
とともに、小学校へ引き
継ぐ内容を確認した。

  教育・保育施設と小学
校の連携のため、保育所
保育指針の改定に伴う保
育所児童保育要録の見直
しを行い、新たな様式を
作成、配布した。

  行政、教育・保育施
設、小学校が共通認識の
児童の育ちにために連携
して、取り組んでいく。

４
子
ど
も
の
安
全
の
確
保

⑴

子
ど
も
を
犯
罪
等
の
被
害
か
ら
守
る
た
め
の
活
動
の
推
進

青少年問題協議
会

教育総務課あ
いづっこ育成
推進室

　青少年行政の適切な実
施を期するため、必要な
関係行政機関相互の連携
を図ります。

　関係団体及び行政機関
等と情報交換等を行い本
市の青少年健全育成の充
実に努めた。（平成31年
２月実施）

　青少年健全育成に関す
る本市の施策全般にわた
る、貴重な意見交換の場
となっている。

　青少年の健全育成のた
めの施策に関して、関係
団体及び行政機関等との
相互の連携を密にしてい
く。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

35 106

35 107 学校教育課

35 108 学校教育課

４
子
ど
も
の
安
全
の
確
保

⑴

子
ど
も
を
犯
罪
等
の
被
害
か
ら
守
る
た
め
の
活
動
の
推
進

少年センター事
業

教育総務課あ
いづっこ育成
推進室

　少年センター補導員に
よる街頭補導活動等を実
施します。

　少年センター補導員に
よる街頭補導活動等を実
施。
実施回数：のべ312回
総補導員数：1,609人

　少年補導の状況は、検
挙・補導人数は減少して
いるが、低年齢化や、再
犯率の増加が問題となっ
ている。今後も犯罪を未
然に防ぐ抑止力となるよ
う、見せる補導としての
『あいづっこ青色パトロ
ール』なども活用し、補
導活動を充実していく必
要がある。

○『あいづっこ青色パト
ロール』の実施体制強化
　青色防犯パトロール講
習会を開催し、福島県警
察本部長から交付される
「パトロール実施者証」
の取得者増に努め、『あ
いづっこ青色パトロール
』の実施体制の安定化に
よる街頭補導活動の充実
を図る。
○青少年健全育成の活動
拠点
　少年センターを少年の
非行防止と青少年の健全
育成の活動拠点として、
関係機関・団体と市民が
一致協力し、地域に密着
した補導活動を行う。さ
らに、夜間における非行
の未然防止等のため、今
後も夜間補導活動の強化
を図る。

防犯メールの配
信

　声かけ事件や児童生徒
に関連する事件が発生し
た場合、携帯電話にメー
ルで情報を配信し、情報
の共有化を図るととも
に、事件の拡大防止を図
ります。

あいべあの校長・教頭
メールを活用し、不審者
や熊等の出没情報を提供
し、児童生徒の安全確保
に努めた。

警察署や農林課等、関係
機関からの情報を迅速に
発信できるようにマニュ
アルを図りながら進めて
きた。

今後も各関係機関との連
携を一層図りながら、正
確な情報をいち早く発信
するとともに、児童生徒
の犯罪被害等の未然防止
に家庭・地域一丸となっ
て進めていく。

ひなんのくるま
推進事業

　公用車両等に｢ひなんの
くるま｣のステッカーを貼
り、不審者への抑止効果
をねらうとともに、地域
における児童等の安全確
保を図ります。

会津若松環境管理協業組
合に「ひなんのくるま」
として市を巡回してもら
い、不審者への抑止効果
をねらうとともに、全て
の小学校に向けてPR活動
を行い、地域における児
童の安全確保を図ってい
る。

現在、会津若松環境管理
協業組合による「ひなん
のくるま」の協力があり
、さらに他の関係団体へ
の普及拡大を検討しなが
ら進めてきた。

児童自身が自らの安全・
安心を確保するために、
「ひなんのくるま」につ
いての理解が深められる
よう、周知徹底を図って
いく。
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№ 事業名 担当課 内容 点検結果等 今後の方向性

基
本
目
標

基
本
施
策

主
な
施
策

計画
ページ 実績等(平成30年度)

109 暴力追放事業 危機管理課

35 110 危機管理課

35 111 学校教育課

36 112 学校教育課

36 113 学校教育課

継
続

　市区域内の小・中学校
において、児童及び生徒
が暴力団の排除の重要性
を認識し、暴力団に加入
せず、及び暴力団員等に
よる不当な被害を受けな
いようにするための教育
を行う。

　市立小中学校30校に暴
力団排除に係る教育の実
施を依頼し、28校から実
施状況の報告を受けた。

　多くの学校で暴力団及
び暴力排除に係る教育が
実施されており、児童生
徒も暴力団員等に利用さ
れることのないような意
識が高まった。

　引き続き、各学校に、
暴力団及び暴力排除に係
る教育の実施を依頼し、
児童生徒が暴力団がかか
わる被害に遭わないよう
意識の普及に努めてい
く。

⑵

子
ど
も
の
交
通
安
全
を
確
保
す
る
た
め

の
活
動
の
推
進

交通教育専門員
事業

　児童生徒の交通安全を
確保するため、通学路に
おいて交通安全指導を行
います。また、保育園・
幼稚園・認定こども園、
小学校等の交通安全教室
で講師となり、交通安全
教育を推進します。

　通学路における、朝の
立しょう活動を通して、
児童生徒の安全を確保し
ている。
　また、各季の交通安全
運動時には、積極的に啓
発活動を実施するととも
に、交通安全教室に講師
として出向き、交通安全
思想の高揚・普及に努め
た。

　交通事故の発生件数は
年々減少しているが、自
転車の交通ルール違反や
運転マナーの悪さが目立
つ。
　また、自転車運転時の
ヘルメット着用が、まだ
まだ定着していない。

　朝の立しょう活動にお
ける安全確保を引き続き
継続するとともに、交通
安全教室を通して、自転
車運転時のヘルメット着
用の重要性を認識させ、
ヘルメット着用の定着を
図る。

学校安全ボラン
ティア活動支援
事業

　子どもの通学の安全確
保のために協力してい
る、地域の学校安全ボラ
ンティアへの支援を行い
ます。

子どもたちの通学の安全
確保のために協力してい
る地域の学校安全ボラン
ティアに対して、活動の
ための消耗品等の支援を
行った。

地域ボランティアの方々
の協力により、児童生徒
の安全確保が図られた。

引き続き、地域ボランテ
ィアへの支援を継続し、
児童生徒の安全確保のた
めの協力体制を構築して
いく。

５
子
ど
も
の
悩
み
に
対
応
す
る
相

談
体
制
支
援
の
充
実

⑴

子
ど
も
の
悩
み
に
対
す
る
相
談

の
充
実

スクールカウン
セラー・心の教
室相談員活用事
業

　スクールカウンセラー
や心の教室相談員の小中
学校への配置・派遣によ
り問題行動の早期発見、
未然防止を図ります。

  スクールカウンセラー
と心の教育相談員による
相談件数は、約5,600件で
あった。

  県派遣と合わせて全校
に配置されることにより
、問題行動の早期発見、
きめ細かなケアが可能と
なり継続的に相談・支援
を図ることができた。

　今後も継続的な支援を
行うと共に、未然棒に繋
がるより積極的なカウン
セリングを進めていきた
い。

適応指導・教育
相談事業

　適応指導教室の運営や
教育相談をもとに、問題
のある児童生徒に対する
相談・支援を行い、問題
行動の早期発見、未然防
止を図ります。

　適応指導教室を年間９
５回実施した。教育相談
員による相談件数は約
1,700件であった。

　適応指導教室におい
て、ひとり一人の状況に
応じた支援により、学校
へ復帰するなど、将来の
自立に向けた活動に繋げ
ることができた。

  不登校は、家庭環境等
を含め起因が複雑なため
、SSWや関係部署との連携
を図りながら継続的な支
援を図る必要がある。


	表紙
	個別事業

